
古
代
の
内
神
に
つ
い
て

胆
沢
城
跡
出
土
木
簡
か
ら
発
し
て

平
　
川

南

一　

胆
沢
城
跡

「
内
神
」
木
簡

二
　
文
献
史
料
に
み
え
る
「
内
神
」
と
「
戌
亥
隅
神
」

三
　
古
代
官
衙
遺
跡
内
西
北
部
の
遺
構
・
遺
物

　
結
び

に
か
え
て

古代の内神について

　
　
　

論

文

要

旨

　
い
わ
て
　
　
み
ず
さ
わ
　
　
　
　
い
さ
わ
じ
よ
う
あ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ら
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

　
岩
手
県
水
沢
市
の
胆
沢
城
跡
か
ら
出
土
し
た
一
点
の
木
簡
は
、
　
「
内
神
」
を
警
護
す
る
射

て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

せ
い
ち

よ
う
　
せ
い
ほ
く
す
み

手
の
食
料
を

請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
出
土
地
点
は
胆
沢
城
の
中
心
・
政
庁
の
西
北
隅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
つ

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
内
神
が
祀
ら
れ
た
と
理
解
し
た
。
そ
こ
で
、
古
代
の
文
献
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ん
じ
や
く
も
の
が
た
ち
し
ゆ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
う
さ
ん
じ
よ
う
で
ん
い
ぬ
い
の
す
み

料
を

み

る
と
、
例
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、
藤
原
氏
の
邸
宅
・
東
三
条
殿
の
戌
亥
隅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
だ
い
じ
つ
ろ
く

（
西
北
隅
）
に
神
を
祀
っ
て
お
り
、
そ
の
神
を
「
内
神
」
と
称
し
て
い
る
。
『
三
代
実
録
』

　
　
　
　
　
　
　
さ
き
よ
う
し
き
　
　
お
り
べ
の
っ
か
さ
　
　
　
い
ぬ
い
の
す
み
の
か
み

に

ょ
れ
ば
、
都
の
左
京
職
や
織
部
司
に
戌
亥
隅
神
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
地
方
に
お

い
て

も
、
国
府
内
に
「
中
神
」
コ
裏
神
」
（
う
ち
が
み
）
が
置
か
れ
て
い
た
。
以
上
の
史
料
は

い
ず
れ
も
九
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
郡
家
に
つ
い
て
は
、
八
世
紀
の
文
書
に
西
北
隅
に

神
が
祀

ら
れ
て
い
た
と
み
え
る
。
こ
う
し
た
役
所
の
施
設
内
の
西
北
隅
に
神
が
祀
ら
れ
た
の

が

い

つ
か

ら
か
は
定
か
で
な
い
が
、
や
が
て
中
央
の
役
所
や
地
方
の
国
府
な
ど
の
最
も
象
徴

的
な
施
設
の
西
北
隅
に
小
さ
な
神
殿
を
形
式
的
に
設
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
西
北
隅
は
、

ふ

く
と
く

福
徳
を

も
た
ら
す
方
角
と
し
て
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
、
各
地
の
民
俗
例
に
お
い
て
確
認
で
き

　
　
　
や
し
き
が
み

る
。
　
〃
屋
敷
神
”
を
西
北
隅
に
祀
る
信
仰
は
、
古
代
以
来
の
役
所
の
一
隅
に
祀
っ
た
内
神
を

引
き
継
ぐ
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
つ
の
く
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
が
じ
よ
う

　
近
年
の
考
古
学
の
発
掘
調
査
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
陸
奥
国
の
国
府
が
置
か
れ
た
多
賀
城
跡

で

は
、
そ
の
中
心
と
な
る
政
庁
地
区
に
お
い
て
創
建
期
か
ら
第
田
期
ま
で
、
一
貫
し
て
左
右

対
称
に
整
然
と
建
物
が
配
置
さ
れ
る
が
、
九
世
紀
後
半
に
至
り
、
そ
れ
ま
で
建
物
の
な
か
っ

た
西
北
部
に
建
物
が
新
設
さ
れ
、
し
か
も
複
雑
な
建
物
構
造
を
も
ち
、
そ
の
後
数
回
建
て
替

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
西
北
部
の
建
物
の
時
期
は
、
さ
き
の
文
献
史
料
の
傾
向
と
も
合
致
す

る
点
、
注
目
さ
れ
る
。
今
後
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
は
、
諸
官
衙
内
に
祀
ら
れ
た
戌
亥
隅
神

の

成
立
時
期
お
よ
び
そ
の
神
の
性
格
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は

あ
く
ま
で
も
一
点
の
木
簡
の
出
現
を
契
機
と
し
て
、
広
範
な
資
料
の
検
討
を
通
し
て
中
央
・
地

方
の
諸
官
衙
の
西
北
隅
に
神
を
祀
っ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
、
古
代
の
官
衙
構
造
や
日
本
文

化
に
お
け

る
基
層
信
仰
の
実
態
解
明
の
一
資
料
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

1
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一　

胆
沢
城
跡

「
内
神
」
木
簡

O
　
胆
沢
城
跡
の
概
要

　
胆
沢
城
は
延
暦

二
一
年
（
八
〇
二
）
坂
上
田
村
麻
呂
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
古
代

城
柵
で
あ
る
。
造
営
後
ま
も
な
く
鎮
守
府
が
多
賀
城
か
ら
胆
沢
城
に
移
さ
れ
て
い
る
。

八
世
紀
半
ぽ

か

ら
後
半
に
か
け
て
、
陸
奥
国
北
部
を
舞
台
に
、
政
府
軍
と
蝦
夷
と
の

間

で
激

し
い
戦
い
が
く
り
返
さ
れ
た
。
両
者
と
も
長
期
の
戦
い
に
疲
れ
、
田
村
麻
呂

の

登
場
で
戦
い
は
一
応
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
胆
沢
城
が
造
営
さ
れ
た
の
は
、
そ
の

直
後
で
あ
る
。

　
胆
沢
城
は
胆
沢
・
江
刺
・
磐
井
三
郡
を
管
す
る
役
割
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
北
に

造
営

さ
れ
た
志
（
斯
）
波
城
の
管
す
る
和
我
・
稗
貫
・
斯
波
三
郡
を
含
め
た
の
ち
の

“

奥
六
郡
”
の
地
を
支
配
す
る
行
政
府
で
あ
っ
た
。
陰
陽
師
の
設
置
（
『
類
聚
三
代

格
』
元
慶
六
年
〈
八
八
二
〉
九
月
廿
九
日
官
符
）
、
国
印
に
代
る
鎮
守
府
印
の
使
用

（
『
続

日
本
後
紀
』
承
和
元
年
∧
八
三
四
∨
七
月
辛
未
条
）
な
ど
、
ほ
ぼ
国
府
相
当

の

体
裁
を

整

え
て
い
た
。
陸
奥
国
府
の
置
か
れ
た
多
賀
城
に
対
し
て
、
い
わ
ぽ
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

国
府
と
し
て
の
役
割
を
胆
沢
城
が
果
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　
胆
沢
城
の
遺
跡
は
、
岩
手
県
水
沢
市
佐
倉
河
に
所
在
す
る
。
岩
手
県
最
大
の
穀
倉

地
帯
で
あ
る
胆
沢
扇
状
地
の
扇
裾
部
北
末
端
に
位
置
し
、
北
を
東
流
す
る
胆
沢
川
が
、

東
を

南
流
す

る
北
上
川
が
そ
れ
ぞ
れ
限
り
、
両
河
川
が
合
流
す
る
付
近
の
右
岸
上
に

立
地
す

る
。
こ
の
地
は
通
称
「
方
八
丁
」
と
も
呼
ぼ
れ
、
一
辺
約
六
五
〇
メ
ー
ト
ル

の

方
形
に
道
路
が

め

ぐ
っ
て
い
る
。
こ
の
道
路
は
調
査
の
結
果
、
胆
沢
城
の
外
郭
線

の

築
地
の

遺
構
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
な
お
、
外
郭
内
中
央
か
ら
や
や
南
へ
寄

っ

た

微
高
地
上
に
内
郭
部
分
（
政
庁
地
区
）
が
あ
る
。

　
胆
沢
城
跡
の

発
掘
調
査

は
一
九
五
四
年
に
始
ま
り
一
九
七
四
年
以
降
、
水
沢
市
教

育
委
員
会
に
よ
っ
て
継
続
的
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
外
郭
線
は
方
六
町
の
規
模
を
も
ち
、
基
底
幅
三
メ
ー
ト
ル
の
築
地
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
築
地
の
外
側
に
は
幅
約
五
メ
ー
ト
ル
、
内
側
に
は
幅
約
三
メ
ー

ト
ル
の
溝
が
伴
う
。
外
郭
線
に
付
属
す
る
建
物
に
は
門
跡
と
櫓
跡
と
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。

　
内
郭
（
政
庁
）
は
掘
立
柱
列
で
区
画
さ
れ
、
三
期
に
重
複
し
、
こ
の
う
ち
最
も
古

い

A
期
に
は

内
郭
内
側
に
幅
二
・
一
～
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
溝
が
存
在
す
る
。
ま
た

内
郭
の
規
模
は
東
西
八
五
・
九
メ
ー
ト
ル
、
南
北
八
七
・
七
メ
ー
ト
ル
の
ほ
ぼ
正
方

形
で
あ
る
。
現
在
ま
で
に
正
殿
・
東
脇
殿
・
南
門
・
東
門
お
よ
び
北
辺
建
物
さ
ら
に

中
郭
南
門
お
よ
び
外
郭
南
門
と
中
郭
南
門
と
を
結
ぶ
正
面
道
路
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

正
殿
跡
は
桁
行
六
間
×
梁
行
五
間
の
四
面
廟
で
さ
ら
に
南
孫
廟
付
（
五
×
三
間
の
南

廟
付
で
周
囲
に
土
廟
が
付
く
も
の
と
す
る
見
解
あ
り
）
で
あ
る
。
正
殿
は
三
時
期
の

重

複
が
あ
り
、
正
殿
・
脇
殿
・
北
辺
建
物
と
も
に
九
世
紀
後
半
の
第
H
期
以
後
は
礎

石
建
、
瓦
葺
に
な
る
。

⇔
　
木
簡
出
土
遺
構
（
第
五
九
次
発
掘
調
査
・
政
庁
北
辺
区
画
内
溝

　
　
　
　
　
（
2
）

　
跡
）
の
概
要

第
五
九
次
調
査
地
点
は
、
政
庁
内
の
西
北
隅
に
あ
た
る
区
域
で
あ
る
。
検
出
さ
れ

た
遺
構

は
、
政
庁
北
辺
を
区
画
す
る
柱
列
（
塀
）
跡
と
そ
の
内
外
に
掘
ら
れ
た
溝
、
政

2
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図3　胆沢城跡第59次発掘調査遺構配置図

庁
の
西
北
建
物
群
に
あ
た
る
掘
立
柱
建
物
跡
三

棟
以

上
、
そ
の
他
昭
和
六
〇
年
（
一
九
八
五
）

度
調
査
で
発
見

さ
れ
て
い
た
北
辺
建
物
西
棟
の

西
側
を
確
認
し
た
。

　

西
北
建

物
の
第
一
期
S
B
二
〇
〇
一
は
梁
行

三
間
（
約
六
メ
ー
ト
ル
）
、
桁
行
五
間
（
約
一

五

メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
第
二
期
の
S
B
二
〇

二
二

は
、
梁
行
二
間
（
約
四
メ
ー
ト
ル
）
、
桁

行
二
間
以
上
の
南
北
棟
で
、
東
に
一
間
（
約

二
・

四

メ
ー
ト
ル
）
の
席
状
施
設
が
付
く
構
造

と
解
さ
れ
る
が
、
南
端
が
調
査
区
外
に
あ
り
全

容
を

確
定
で

き
な
い
。
第
三
期
の
S
B
二
〇
〇

三

は
、
東
西
三
間
（
約
六
メ
ー
ト
ル
）
、
南
北
二

間
以
上
の
建
物
で
あ
る
。
な
お
、
S
B
二
〇
〇

一
と
二
〇
二
二
、
S
B
二
〇
二
二
と
二
〇
〇
三

の

重
複
関
係
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
木
簡
は
、
政
庁
を
区
画
す
る
柱
列
（
塀
）
跡

の

内
側
に
掘
ら
れ
た
溝
跡
か
ら
、
土
器
・
瓦
・

木
製
品
な
ど
と
と
も
に
、
平
成
元
年
（
一
九
八

九
）
六
月
に
二
点
発
見
さ
れ
た
。
木
簡
と
共
伴

し
た
土
器
は
、
須
恵
系
土
器
を
主
体
に
瓦
を
含

む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
年
代
は
九
世
紀
末
を
上

5
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限

と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
木
簡
の
廃
棄
年
代
は
、
九
世
紀
末
か
ら
一
〇
世
紀

前
半
中
葉
で
あ
る
。

　
な
お
、
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
胆
沢
城
跡
で
は
、
「
内
神
」
木
簡
を
出
土
し
た
第

五
九
次

調
査
後
に
、
第
六
二
次
調
査
（
一
九
九
〇
年
）
に
お
い
て
、
西
北
建
物
と
対

を
な

す
東
北
建
物
が
存
在
す

る
か
否
か
の
確
認
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
調
査

鱗
購
羅
［

一
　
の
結
果
で
は
、
政
庁
東
門
西
側
の
微
高
地
的
地
形
で
土
墳
跡
二
基
、
小
溝
跡
一
条
を

検
出
し
た
だ
け
で
、
そ
の
北
側
は
低
湿
地
の
植
物
遺
体
を
含
む
層
が
広
が
り
盛
り
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

地
形
な

ど
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
⇔
　
形
状
と
そ
の
内
容

　
　
　
　
射
手
所
請
飯
壼
斗
五
升
　
　
　
　
　
　
　
　
巫
　
　
　
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
内
神
侍
射
手
口
蜴
万
呂
口
如
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
一
〇
×
二
一
×
二
　
　
　
　
〇
一
一
型
式

　分写真1　「内神」木簡写真（部

摯
喝
藷
馨
豊
蓼
蓄
雇
内
紳
筒
締
㌣
方
蝿
嘱
、
’
、

一

　
上
端
は
原
状
を

と
ど
め
て
お
り
、
下
端
は
若
干
欠
損
し
て
い
る
が
、
原
形
は

短
冊
型
で

あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
裏
面
は
剥
ぎ
取
ら
れ
、
木
簡
面
を

失
っ
て
い
る
。
墨
痕
の
残
り
は
あ
ま
り
良
く
な
く
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
を

使
用
し
て
解
読
し
た
。

　
「
射
手
所
請
飯
壷
斗
五
升
」
ま
で
の
部
分
を
木
簡
の
右
端
に
書
き
は
じ
め
、

「
右

内
神
…
…
」
以
下
は
や
や
中
央
近
く
に
記
し
て
お
り
、
紙
の
文
書
の
行
が

え
を
意
識
し
た
記
載
様
式
と
考
え
ら
れ
る
。

　
射
手
所
は
地
方
官
衙
に
お
い
て
初
見
史
料
と
み
ら
れ
る
が
、
射
手
（
弓
を
射

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剛
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古代の内神について

る
兵
士
）
を
統
括
す
る
組
織
と
い
え
る
。

　
陸
奥

国
関
係
の
射
手
の
例
は
、
多
賀
城
跡
外
郭
東
南
隅
地
区
の
第
二
四
次
調
査

（
昭
和
四
九
年
〈
一
九
七
四
〉
度
）
出
土
の
木
簡
に
よ
っ
て
、
射
手
四
十
四
人
が
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

河
軍
団
か
ら
多
賀
城
に
進
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
二
・
三
×
（
三
・
八
）
×
○
・
一
　
〇
一
一

　
　
　
　
　
　
〔
手
歴
名
事
力
〕

・

白
河
団
進
上
射
口
口
口
口
　
　
　
　
　
　
火
長
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
火
長
力
〕

　
　
　
　
口

守
十
八
人
　
口
口
和
徳
三
衣
　
人
味
人

　
合
冊
四
人

・

［
U

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
成
力
〕

　
大
生
部
乙
虫

　
口
口
部
嶋
口

　
丈
部
力
男

　
〔
阿
倍
力
〕

　
口

口
［
　
］
　
［
U
　
大
伴
部
建
良

　
ま
た
、
「
射
壬
幽
蜴
万
呂
」
の
ク
巫
”
の
史
料
は
、
胆
沢
城
跡
東
方
官
衙
地
区
の

第
四

五
次
調
査

（
昭
和
五
九
年
〈
一
九
八
四
〉
度
）
出
土
の
第
四
三
号
漆
紙
文
書
中

　
　
（
5
）

に
み

え
る
。
こ
の
文
書
は
陸
奥
国
柴
田
郡
か
ら
進
上
さ
れ
た
兵
士
歴
名
簿
で
あ
る
。

〔本

紙
〕
※
左
文
字
※

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
・
駒
椅
郷
八
戸
主
巫
部
人
永
口
口
×

　
　
　
　
　
×
］
年
廿
三
　
　
　
　
・
高
椅
郷
廿
五
戸
主
刑
部
人
長
戸
口

…
・
・
…
…
・
…
：
・
：
・
…
…
…
…
・
：
・
（
紙
継
ぎ
目
）
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
駒
椅
郷
十
七
戸
主
巫
部
本
成
戸
口

　
　
　
　
　
×
］
年
借
一
　
　
　
　
・
瀦
城
郷
五
十
戸
主
吉
弥
侯
部
黒
麿
戸
口

　
　
　
　
　
　
x
年
廿
三
　
　
　
　
　
駒
椅
郷
冊
八
戸
主
巫
部
諸
主
戸
口

　
　
　
　
〔
酒
力
〕

　
×

巫
部
口
口
麿
年
冊
六
　
　
　
　
・
瀦
城
郷
卦
八

　
　

×
部
國
益
年
冊
二

　
　

×
部
口
麿
年
廿
六

　
　
〔
連
力
〕

　

×

口
阿
伎
麿
年
廿
八
×

　
　
　

×

清
成
年
五
×

　
　
　
　
　
　
　
〔
冊
力
〕

　
　
　
　

×

継
年
口
×

〔別
紙
〕

　
　
　
　
　

×

年
廿

二

・
駒
椅
郷
廿
一
戸
主
丈
部
犬
麿
戸
口

・
衣
前
郷
口
×

×

高
椅
郷
口
四
戸
主
刑
部
真
清
成
戸
口

×

駒
椅
郷
廿
一
戸
主
丈
部
犬
麿
戸
口

写真2　胆沢城跡第43号漆紙文書「巫部」の部分写真（裏焼き）
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本
木
簡
の
公
根
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
兵
士
の
場
合
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

兵
士

は
一
〇
番
に
分
け
ら
れ
、
各
番
が
一
〇
日
ず
つ
軍
団
に
上
番
す
る
こ
と
に
な
っ

て

い
た

（
『
続
紀
』
慶
雲
元
年
〈
七
〇
四
〉
六
月
丁
巳
条
「
勅
。
諸
国
兵
士
。
団
別

図5　胆沢城跡第52次発掘調査遺構配置図

　
本
木
簡
の
全
体
の
文
意
は
、
射
手
所
が
公
根
一
斗
五
升
を
請
求
し
て
い
る
が
、

れ
は
内
神
に
侍
す
る
と
こ
ろ
の
射
壬
幽
蜴
万
呂
の
公
根
一
〇
日
分
で
あ
る
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
公
根
の
請
求
先
は
、
胆
沢
城
内
の
厨
（
正
式
に
は
厨
施
設
を

分
為
二
十
番
↓
毎
レ
番
十
日
。
教
ゴ
習
武
芸
↓
必

使
二
斉
整
ご
）
。
陸
奥
・
出
羽
両
国
に
関
し
て
は
、

以
下
の

史
料
が
参
考
に
な
ろ
う
。

　
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
三

月
二
十
六
日
条
に
よ
れ
ぽ
、
鎮
兵
の
日
根
は
一

升
六
合

と
さ
れ
、
兵
士
も
従
来
の
日
根
八
合
を
、

こ
の
時
、
日
根
一
升
六
合
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

陸
奥
国
の
兵
士
も
「
兵
士
年
役
。
六
十
箇
日
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
シ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

分
結
二
六
番
↓
以
レ
旬
相
代
」
　
（
『
続
日
本
後
紀
』

承
和
十
年
く
八
四

三

V
四

月
丁
丑
条
）
と
、
上

番
一
〇
日
と
さ
れ
た
。
多
賀
城
跡
第
一
号
漆
紙

文
書
は
公
根
請
求
文
書
と
思
わ
れ
る
が
、

〔懸
田
副
…
口
乳
離
合
＋
箇
［

　
　
　
　
　
　
　
賓
亀
十
一
年
九
月
廿
［

　
　
　
　
　
　
　
　
行
方
團
口
毅
上
毛
野
朝
［

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
あ
り
、
一
〇
日
分
の
公
頼
を
請
求
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
木
簡
の
「
飯
一
斗
五
升
」
も

上
番
一
〇
日
分
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
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古代の内神について

含
む
根
を

つ
か

さ
ど
る
役
所
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
）
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
胆
沢
城
内
の
厨
に
つ
い
て
は
、
先
年
そ
の
大
規
模
な
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い

（
7
）

る
（
第
五
二
次
調
査
）
。

　
調
査
地
点
は
政
庁
地
区
の
今
回
の
調
査
地
か
ら
南
東
方
向
、
直
線
距
離
で
約
二
二

〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
調
査
で
検
出
さ
れ
た
建
物
は
大
き
く
六
期
に
分
け

ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
A
期
か
ら
D
期
ま
で
の
建
物
配
置
は
、
各
期
に
よ
り
配
置
形

態
を
異
に
す
る
二
対
の
建
物
が
側
柱
を
そ
ろ
え
て
建
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
E

・

F
期
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
F
期
は
同
位
置
・
同
規
模
で
4
小
期
に
変
遷
す

5●1040・

S●．043自

sε硲50

S8⑩4頂

SO¶⊃55

20尺方眼（0．305賑）

る
二
間
×
三
間
の
南
北
棟
が
独
立
し
た
状
況
で
検
出
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
E
期
で

は
井
戸
を

中
心
と
し
て
、
そ
の
北
側
に
主
要
殿
舎
、
東
側
に
付
属
建
物
が
配
さ
れ
て

い

る
。
す
な
わ
ち
主
要
殿
舎
の
東
西
棟
S
B
一
〇
四
三
・
一
〇
四
〇
と
、
そ
の
南
東

に
桁
行
一
一
間
の
長
大
な
南
北
棟
S
B
一
〇
四
一
が
付
属
す
る
。
こ
の
建
物
配
置
か

ら
い
え
ぽ
、
調
査
区
外
の
西
方
に
、
S
B
一
〇
四
一
と
対
を
な
す
西
建
物
の
存
在
が

想
定
で
き
る
。
井
戸
跡
出
土
須
恵
系
土
器
杯
に
、
「
厨
」
の
ほ
か
に
、
数
点
の
「
右
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

「
左
」
と
記
し
た
墨
書
土
器
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
「
右
殿
」
「
左
殿
」

の

建
物

を
指
す
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
「
コ
」
字
型
に
主
要
殿
舎
と
東
西
棟
に
囲
ま
れ
た
広
場
の

　
　
　
　
中
央
北
よ
り
に
井
戸
が
配
置
さ
れ
た
状
況
は
、
規
模
こ
そ
異
な
る
が
、
平

　
　
　
　
城
宮
大
膳
職
跡
の
中
心
部
の
構
造
に
き
わ
め
て
類
似
す
る
施
設
で
あ
る
と

　
　
　
　
い
え
る
。
な
お
、
井
戸
跡
か
ら
は
、
白
米
の
貢
進
木
簡
「
和
我
連
口
口
進

図6　E期官衙（厨家）の配置

　
五

白
米
斗
」
の
ほ
か
、
厨
房
関
係
の
木
製
品
（
へ
ら
、
は
し
、
ま
な
板
、
木

　
〉

椀
、
皿
な
ど
）
や
燃
料
用
の
炭
、
食
用
に
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
ニ
ホ
ン
ジ

カ
の
骨
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
。

　
以

上
か

ら
、
第
五
二
次
調
査
で
検
出
し
た
官
衙
施
設
は
厨
家
院
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
た
。

　
本
木
簡
は
物
品
請
求
の
文
書
木
簡
で
あ
る
。

　
物
品

請
求
木
簡
に
つ
い
て
は
、
平
城
宮
木
簡
の
実
例
に
基
づ
き
、
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

よ
う
な
機
能
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
物
品
請
求
木
簡
は
物
資
請
求
文

書

と
し
て
の
機
能
を
も
つ
だ
け
で
な
く
、
一
方
で
請
求
物
資
お
よ
び
こ
れ

を

運
搬
す

る
人
の
移
動
や
通
行
を
保
証
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
と
い
え

9
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よ
う
。
物
品
を
支
給
す
る
官
司
か
ら
み
れ
ぽ
、
支
給
物
資
の
運
搬
者
に
請
求
文
書
を

携
行

さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
確
実
に
請
求
通
り
の
物
資
を
支
出
し
た
こ
と
を
相
手
方
に

証

明
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
方
で
請
求
側
は
支
給
さ
れ
た
物
資
が
請
求
内
容
と
合
致

し
て
い
る
か
否
か
を
、
こ
の
木
簡
に
よ
り
勘
検
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の
例
が
好

例
で
あ
ろ
う
。

　
　
・
陰
陽
寮
移
　
大
炊
寮
給
飯
捌
升
右
依

　　
・
例
給
如
件
録
状
故
移
御
酬
下
叩
山

　

こ
の
木
簡
は
、
東
区
の
大
極
殿
・
朝
堂
東
外
郭
部
の
南
面
大
垣
の
南
の
土
坑
（
S

K
四
四

五

三
）
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
こ
の
木
簡
以
外
に
「
陰
陽
寮
解
申
宿
直
［
」
、

　
　
　
　
　
　
〔
升
力
〕

「
陰
陽
寮
受
飯
八
口
」
、
「
陰
陽
師
」
な
ど
の
陰
陽
寮
に
関
係
す
る
木
簡
が
数
点
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
調
査
地
周
辺
に
陰
陽
寮
跡
を
推
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の

木
簡
は
陰
陽
寮
か
ら
大
炊
寮
に
差
出
さ
れ
た
飯
請
求
文
書
で
あ
る
。
木
簡
は
陰
陽

寮
か
ら
大
炊
寮
に
宛
て
ら
れ
、
大
炊
寮
は
請
求
さ
れ
た
飯
八
升
を
支
給
し
、
請
求
元

の

陰
陽
寮
に
飯
と
と
も
に
送
り
返
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
木
簡
は
最
終
的
に
は

陰
陽
寮
で
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。

　
本
木
簡
は
、
射
手
所
が
内
神
に
侍
す
る
と
こ
ろ
の
射
手
の
飯
一
斗
五
升
を
府
庁
厨

宛
て

に
請
求
し
た
も
の
で
、
府
庁
厨
は
請
求
さ
れ
た
飯
を
支
給
し
、
請
求
元
の
射
手

所
に
飯

と
と
も
に
送
り
返
し
た
。
こ
の
場
合
、
請
求
元
は
射
手
を
統
轄
す
る
射
手
所

で

あ
る
が
、
実
際
に
こ
の
木
簡
を
持
参
し
、
飯
を
請
求
し
、
支
給
さ
れ
た
の
は
射
手

巫
蜴
万
呂
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
木
簡
は
政
庁
地
区
の
北
辺
を
限
る
塀
の
内
側
の
溝
跡

か

ら
出
土
し
て
い
る
の
で
、
政
庁
域
の
外
側
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
廃
棄
し
た
可
能
性
は
な

い
と
考
え
て
よ
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
飯
請
求
木
簡
が
廃
棄
さ
れ
た
地
点
の
付
近
に
射
手
が
警
護
す
る
内

神
の
所
在
地
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
射
手
は
内
神
を

警
護
し
て
い
た
と
す
れ
ぽ
、
内
神
そ
の
も
の
の
施
設
（
神
殿
）
が
政
庁
地
区
の
西
北

部
に
存
在

し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
に
本
木
簡
は
、
射
手
が
警
備
す
る
勤
務
地
に
お
い
て
廃
棄
し
た
と
想
定

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
に
類
似
す
る
の
が
、
平
城
宮
に
お
け
る
衛
士
の
勤
務

と
木
簡
の
廃
棄
で
あ
ろ
う
。
鬼
頭
清
明
氏
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
な
考
察
を
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

え
て
い
る
の
で
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
平
城
宮
木
簡
の
衛
士
関
係
の
木
簡
の
う
ち
、
衛
士
の
養
物
の
付
札
が
当
面
問
題
と

な
る
。
そ
れ
ら
の
木
簡
の
多
く
は
、
衛
士
の
勤
務
所
に
近
い
と
こ
ろ
で
出
土
し
て
お

り
、
内
裏
の
東
北
辺
、
第
一
次
大
極
殿
院
地
区
の
西
北
辺
及
び
同
区
の
南
門
付
近
、

小
子
門
付
近
、
若
犬
養
門
付
近
等
に
は
衛
士
の
詰
所
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
衛
士
の
詰
所
の
存
在
の
う
ち
前
の
三
者
は
古
記
の
い
う
、
衛
士
が
そ
の

守
備
を
担
当
す
る
と
い
う
中
門
や
御
垣
廻
に
該
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

後
二
者
は
古
記
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
延
喜
式
の
規
定
及
び
律
の
注
記
と
は
対
応
関

係
が
あ
り
、
門
部
の
担
当
の
下
で
、
衛
士
が
警
備
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い

る
も
の
と
い
え
る
と
い
う
。

二
　
文
献
史
料
に
み
え
る
「
内
神
」
と
「
戌
亥
隅
神
」

θ
　
古
代
史
料
上
の

「
内
神
」
と
「
戌
亥
隅
神
」

胆
沢
城
跡

木
簡
で
注
目
さ
れ
る
の
は
「
内
神
」
の
存
在
で
あ
る
。
文
献
史
料
に
あ

10



古代の内神について

た

る
と
、
ま
ず
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
九
に
好
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　

東
三
条
内
神
、
報
僧
恩
語
第
光
三

　
　
今
昔
、
何
レ
ノ
程
ノ
事
ト
ハ
不
知
ズ
、
二
条
ヨ
リ
ハ
北
、
西
ノ
洞
院
ヨ
リ
ハ
西

　
　
二
、
西
ノ
洞
院
面
二
住
ム
僧
有
ケ
リ
。
糸
貴
キ
者
ニ
ハ
非
ザ
リ
ケ
レ
ド
モ
、
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
ニ
法
花
経
・
仁
王
経
ナ
ド
ヲ
読
奉
ケ
ル
ニ
、
東
三
条
ノ
戊
亥
ノ
角
二
御
ス
ル
神

　
　
ノ
・
裾
ヴ
筋
向
二
呈
渡
リ
ケ
・
バ
・
経
ヲ
読
奉
テ
ハ
・
常
・
此
・
神
・
法

　
　
楽
シ
奉
テ
過
ケ
ル
程
二
、
夕
暮
方
二
此
ノ
僧
半
蔀
二
立
テ
、
見
出
シ
テ
経
ヲ
読

　
　
テ
有
ケ
ル
ニ
、
何
方
ヨ
リ
来
ル
ト
モ
不
見
ニ
デ
、
糸
清
気
ナ
ル
男
ノ
年
升
余
許

　
　
有
ル
来
タ
リ
。

　
　
　
僧
誰
ト
モ
不
知
ネ
バ
、
　
「
何
ク
ヨ
リ
御
タ
ル
人
ゾ
」
ト
問
ヘ
バ
、
男
、
　
「
年

　
　
来
極
ク
喜
ク
思
ヒ
奉
ル
事
ノ
侍
レ
ド
モ
、
未
ダ
其
ノ
恩
ヲ
モ
報
ジ
不
申
ネ
バ
、

　
　
其
ノ
事
申
サ
ム
ト
思
テ
参
ツ
ル
也
」
ト
云
ヘ
バ
、
僧
、
　
「
我
レ
ハ
人
二
恩
シ
タ

　
　
ル
事
ヤ
ハ
有
ル
。
此
ハ
何
事
ヲ
云
フ
ニ
ヤ
」
ト
佐
ク
思
フ
程
二
、
男
、
　
「
去
来

　
　
給
へ
、
自
ガ
侍
ル
所
へ
。
ヨ
モ
悪
キ
事
ハ
不
有
ジ
」
ト
云
ヘ
バ
、
僧
、
　
「
何
コ

　
　
ニ
御
ス
ゾ
ト
」
云
ヘ
バ
、
男
、
　
「
彼
ノ
向
二
糸
近
キ
所
二
侍
ト
也
」
ト
云
テ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も

　
　
勲
二
侶
ヘ
バ
、
僧
恋
二
男
ノ
共
二
行
ク
、
東
三
条
ノ
戌
亥
ノ
角
二
御
ス
ル
神
ノ

　
　
高
キ
木
ノ
許
二
将
行
ヌ
。
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
日
本
古
典
文
学
大
系
『
今
昔
物
語
集
』
四
〕

　
東
三
条
殿
は
平
安
時
代
に
お
け
る
藤
原
氏
嫡
流
歴
代
の
邸
宅
で
数
代
の
天
皇
の
里

内
裏
と
も
な
っ
た
が
、
そ
の
創
設
は
良
房
（
八
七
二
年
没
）
に
始
ま
る
。
永
観
二
年

（九
八

四
）
兼
実
の
代
に
焼
失
し
た
が
、
の
ち
再
建
さ
れ
て
道
長
・
頼
通
か
ら
師
実

・

師
通
・
忠
通
へ
と
伝
え
ら
れ
た
。
位
置
は
三
条
の
南
、
西
洞
院
の
東
に
あ
た
り
、

東

西
一
町
、
南
北
二
町
の
広
さ
を
占
め
て
い
た
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
に
よ
れ
ば
、
東
三
条
殿
内
の
戌
亥
（
西
北
）
の
角
に
鎮
座
す
る

神
を
表
題
で
は
「
内
神
」
と
表
記
し
て
い
る
。
こ
の
東
三
条
殿
に
鎮
守
と
し
て
、
角

振
・
隼
の
両
社
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
他
の
文
献
史
料
で
確
認
で
き
る
。
例
え
ば
、

『
日
本
紀
略
』
永
延
元
年
（
九
八
七
）
十
月
十
四
日
条
に
、
「
天
皇
行
幸
摂
政
東
三

条
第
、
（
中
略
）
又
授
角
振
神
、
隼
神
従
四
位
下
」
と
あ
り
、
即
位
間
も
な
い
一
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
西
蔵
人
所

●●●

口
神
殿
．

………
廻
廊

！創川ll川脚｜1剛

神
殿
・
　
ふ

口

9
薔
…

　
　
　
°
　
馴

壌

0．
〔
U
和
尻
座

西
洞
院
面

人
長
座

口

図7　東三条殿の神殿・西蔵人所・西中門廊附近指図
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古代の内神について

天
皇
が

自
ら
の
生
誕
地
で
も
あ
る
摂
政
兼
家
の
東
三
条
殿
に
行
幸
し
た
際
に
、
角

振
・
隼
の
両
神
に
従
四
位
下
を
贈
っ
た
。
そ
の
東
三
条
殿
に
お
け
る
鎮
座
す
る
神
の

位
置
関
係
は
『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
十
一
月
十
七
日
条
中
に
見
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

指
図
お
よ
び
太
田
静
六
氏
『
寝
殿
造
の
研
究
』
の
中
で
の
復
原
図
の
と
お
り
で
あ
る
。

す

な
わ
ち
、
東
三
条
殿
の
戌
亥
（
西
北
）
隅
に
は
神
殿
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

こ
の
事
例
は
、
貴
族
の
邸
宅
内
の
西
北
（
戌
亥
1
1
乾
）
隅
に
神
を
祀
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
古
代
の
各
種
の
官
衙
に
お
い
て
も
同
様
の
例
を
以
下
の
よ
う
に
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
五
年
（
八
六
三
）
十
二
月
三
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
左
京
職
正
六
位
上
戊
亥
隅
神
。
山
城
国
春
日
年
祈
神
。
近
江
国
少
杖
神
。
阿
度

　
　
河
。
川
内
神
等
並
授
二
従
五
位
下
↓

　

『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
閏
十
月
廿
三
日
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
シ
　
　
　
へ

　
　
是
日
。
授
二
織
部
司
正
六
位
上
辰
巳
隅
神
。
戌
亥
隅
神
並
従
五
位
下
↓

　
左
京

職
・
織
部
司
に
お
い
て
も
、
西
北
隅
に
は
神
を
祀
り
、
神
名
そ
の
も
の
を

「
戌
亥
隅
神
」
と
称
し
て
い
る
。
な
お
、
織
部
司
の
辰
巳
隅
神
に
つ
い
て
は
、
後
に

触
れ

る
こ
と
と
す
る
。

　
さ
ら
に
郡
家
の
西
北
隅
（
角
）
に
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
史
料

が

次
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
太
政
官
符
神
祇
官

　
　
　
応
奉
幣
吊
神
社
事

　
　
右
、
得
武
蔵
国
司
去
年
九
月
廿
五
日
解
侮
、
以
今
月
十
七
日
入
間
郡
正
倉
四
宇

　
　
着
火
、
所
焼
楯
穀
惣
壱
万
五
百
壱
拾
参
斜
亦
滅
、
口
百
姓
十
人
惣
臥
重
病
、
頓

　
　
死

二
人
、
伍
卜
占
、
在
郡
家
西
北
角
神
一
固
固
出
雲
伊
波
比
神
崇
云
、
我
常
受

　
　
給
　
朝
庭
幣
吊
、
而
頃
年
之
口
不
給
、
因
弦
引
率
郡
家
内
外
所
有
雷
神
発
此
火

　
　
爽
者
、
伍
勘
口
口
外
大
初
位
下
小
長
谷
部
広
麻
呂
申
云
、
実
常
班
奉
　
朝
庭
幣

　
　
吊
囲
也
、
而
頃
年
之
間
不
為
給
下
者
、
伍
検
案
内
、
太
政
官
去
天
平
勝
宝
七
年

　
　
十
一
月
二
日
符
侮
、
武
蔵
国
預
幣
み
吊
社
四
庭
多
磨
郡
困
一
野
社
、
加
美
郡
今
城
青

　
　
八
尺
稲
実
社
、
横
見
郡
高
負
比
古
四
社
、
囚
間
郡
出
雲
伊
波
比
社
者
、
官
符
灼

　
　
然
、
而
時
々
班
奉
幣
吊
漏
落
者
、
右
大
臣
宣
、
奉
　
勅
、
依
例
施
行
者
、
官
宜

　
　
承
知
、
准
　
勅
施
困
、
符
到
奉
行

　
　
参
議
正
四
位
下
行
右
大
弁
兼
右
兵
衛
督
越
前
守
藤
原
朝
臣
百
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
大
史
正
六
位
上
曾
賀
臣
真
綱

　
　
　
　
宝
亀
三
年
十
二
月
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（卜
部
吉
田
家
旧
蔵
文
書
・
現
天
理
図
書
館
蔵
）

　

こ
の
官
符
の
内
容
は
、
奈
良
時
代
後
半
以
降
坂
東
諸
国
を
中
心
に
頻
発
し
た
正
倉

神

火
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
原
文
書
の
天
地
の
紙
端
が
切
断
と
虫
損

等
に

よ
り
一
部
、
文
字
不
明
の
箇
所
が
あ
る
。

　
武
蔵
国
司
の
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
九
月
二
十
五
日
の
解
に
よ
れ
ぽ
、
入
間
郡
の

正
倉
四
宇
が
火
災
に
遭
い
、
糖
穀
一
万
五
一
三
斜
を
焼
失
し
た
り
、
死
者
を
出
し
た

の

は
、
郡
家
の
西
北
角
に
祀
ら
れ
た
神
、
出
雲
伊
波
比
神
の
崇
り
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
森
田
悌
氏
は
異
な
る
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

西
北
隅
の

神

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
戌
亥
の
隅
に
祀
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
屋
敷
神

を

思
わ
せ

る
の
で
、
官
幣
を
受
け
る
神
社
と
い
う
よ
り
は
、
名
も
な
い
小
さ
な
神
と

13
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み

た
方
が

理
解

し
や
す
い
と
い
う
。
原
文
「
在
郡
家
西
北
角
神
口
云
出
雲
伊
波
比
神

崇

云
」
の
口
の
部
分
は
原
本
が
切
断
と
虫
損
等
に
よ
り
読
め
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ

森

田
氏
は
答
や
念
と
い
う
文
字
を
措
定
し
、
　
「
郡
家
の
西
北
隅
に
い
る
神
が
沓
め

（
念
り
）
出
雲
伊
波
比
神
が
崇
っ
て
云
う
の
を
云
っ
た
」
と
解
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

郡
家
西
北
角
神
と
出
雲
伊
波
比
神
を
別
神
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
森
田
氏
の

見
解
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
疑
問
点
か
ら
、
首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
第
一
点
は
、
戌
亥
の
隅
に
祀
ら
れ
る
も
の
は
屋
敷
神
で
あ
る
か
ら
、
名
も
な
い
小

さ
な
神
で
あ
る
と
し
た
点
で
あ
る
が
、
本
稿
の
主
旨
に
従
え
ぽ
、
古
代
の
中
央
．
地

方
の
官
司
等
に
お
い
て
は
戌
亥
の
隅
に
神
を
祀
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
の
ち
に
広
範
に

拡
が

り
、
各
個
人
な
ど
の
屋
敷
神
と
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

古
代
の
戌
亥
隅
の
神
は
名
も
な
い
小
さ
な
神
と
は
限
ら
な
い
。
第
二
点
は
、
欠
損
し

た
文
字

は
、
残
画
を
詳
細
に
観
察
す
れ
ば
、
「
各
」
や
「
念
」
の
文
字
に
は
あ
た
ら

ず
、
川
副
武
胤
氏
の
推
定
さ
れ
た
「
名
」
が
妥
当
と
考
え
ら
れ
、
該
当
部
分
は
「
郡

家
の

西
北
角
に
在
る
神
、
名
は
出
雲
伊
波
比
の
神
と
云
う
、
崇
り
て
云
わ
く
」
と
訓

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
郡
家
に
お
い
て
も
戌
亥
の
隅
に

神
を
祀
り
、
入
間
郡
の
場
合
は
、
祀
ら
れ
た
神
は
出
雲
伊
波
比
神
で
あ
っ
た
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
　
『
延
喜
神
名
式
』
に
よ
れ
ぽ
、
入
間
郡
の
五
座
の
な
か
に
、
出
雲
伊
波
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

神
社
が

あ
る
が
、
こ
の
出
雲
伊
波
比
神
社
は
男
会
郡
に
も
あ
り
（
「
出
雲
乃
伊
波
比

神
社
」
）
、
横
見
郡
に
は
「
伊
波
比
神
社
」
が
存
し
、
神
社
の
性
格
が
問
題
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

　
吉
田
晶
氏
は
出
雲
伊
波
比
神
が
郡
家
の
敷
地
内
に
祀
ら
れ
て
い
る
点
を
重
視
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

そ

の

神
は
郡
司
一
族
の
氏
神
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
い
と
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
、
山
中
敏
史
氏
は
本
官
符
は
郡
家
域
内
に
お
け
る
神
社
関
係
施
設
の
存
在
を
示
す

も
の
で
、
祀
ら
れ
る
神
は
、
国
家
祭
祀
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
で

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
両
氏
と
も
祀
ら
れ
る
神
の
性
格
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、

こ
の
問
題
は
本
稿
の
主
題
と
す
る
“
内
神
”
の
位
置
づ
け
に
深
く
関
わ
る
だ
け
に
、

い

ま
し
ぼ
ら
く
は
不
問
と
し
て
、
両
氏
と
も
に
こ
の
史
料
で
看
過
し
て
し
ま
っ
て
い

　
　
　
　
、
　
、
　
、
（
1
5
）

る
郡
家
の
西
北
隅
に
神
が
設
け
ら
れ
て
い
た
事
実
を
重
視
し
た
い
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
な
ら
ぽ
、
次
の
史
料
も
、
そ
の
解
釈
は
従
来
の
も
の
と
異
な
っ

て

く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
史
料
と
は
、
一
九
四
四
年
に
宮
地
直
一
氏
に
よ
っ
て
紹
介

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

さ
れ
た
「
土
佐
国
風
土
記
逸
文
」
で
あ
る
。
そ
の
該
当
部
分
は
、

　
　
風
土

記
日
、
土
佐
郡
家
之
内
有
社
、
神
名
為
天
河
命
、
其
南
道
下
有
社
、
神
名

　
　
浄
川
媛
命
、
天
河
神
之
女
也
、
其
天
河
神
者
為
土
左
大
神
之
子
也
、
云
々
、

と
あ
る
が
、
宮
地
氏
は
「
郡
家
之
内
」
と
あ
る
郡
家
は
、
郡
衙
の
所
在
そ
の
も
の
で

な

く
、
郡
家
郷
の
場
合
に
お
け
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
附
属
す
る
若
干
の
民
戸
の
地
域

を

含
め
た
称
呼
と
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
先
の
宝
亀
三
年
官
符
を
参
考
に
す
れ
ば
、

宮
地
氏
の
よ
う
に
解
す
る
必
要
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
、
郡
家
内
に
祀
ら
れ
た
神
、

「
郡
家
内
神
」
で
あ
り
、
そ
の
神
名
が
「
天
河
命
」
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
古
代
に
お
い
て
、
中
央
官
司
か
ら
郡
家
さ
ら
に
は
貴
族
の
私
邸
に

い
た

る
ま
で
西
北
（
戌
亥
）
隅
に
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
。
そ

し
て
『
今
昔
物
語
集
』
の
東
三
条
殿
の
例
を
引
け
ば
、
そ
の
邸
の
戌
亥
隅
に
祀
ら
れ

14



古代の内神について

た
神
は
東
三
条
殿
の
「
内
神
」
と
も
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⇔
　
国
府
と
「
内
神
」

　
｝
9
0
節
の
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
い
て
は
諸
施
設
内
に
古
代
よ
り
西
北
隅
（
戌
亥
隅
）

に

神
を
祀
っ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
に
よ
れ
ば
、
邸
の
戌

亥
隅
神
を
「
内
神
」
と
も
称
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
代
の
史
料
上
に
お
い
て
も
、

中
央
諸
官
司
や
郡
家
の
西
北
隅
に
神
を
祀
っ
て
い
る
こ
と
は
先
に
み
た
と
お
り
で
あ

る
。
胆
沢
城
は
鎮
守
府
が
置
か
れ
、
多
賀
城
に
あ
る
陸
奥
国
府
と
並
存
し
た
形
で
、

い
わ
ば

“

第
二
国
府
”
的
な
性
格
が
強
い
こ
と
は
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
再
三
指
摘
し

　
　
　
　
　
（
1
7
）

た

と
お
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、
　
『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
一
八
年
（
八
七
六
）
六
月
一

九

日
の
官
符
に
よ
る
と
、
各
国
庁
で
実
施
さ
れ
て
い
る
吉
祥
悔
過
の
法
会
が
鎮
守
府

庁
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
前
章
と
関
連
さ
せ
、
文
献
史
料
に
み

え

る
国
府
と
「
内
神
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
日
本
三
代
実
録
』
よ
り
関
連
史
料
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
田
貞
観
十
三
年
四
月
己
卯
条

授
二
下
総
国
正
五
位
下
意
富
比
神
正
五
位
上
↓
石
見
国
従
五
位
下
大
歳
神
。
大

原
神
並
従
五
位
上
。
山
城
国
正
六
位
上
澄
水
神
。
市
河
神
。
出
羽
国
利
神
。
伯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

書
国
勝
宿
祢
神
。
石
見
国
震
震
神
。
国
府
中
神
。
肥
前
国
宗
形
天
神
並
従
五
位

下
。

鵬
貞
観
十
五
年
四
月
己
亥
条

授
二
美
濃
国
従
二
位
中
山
金
山
彦
神
正
二
位
↓
（
略
）
信
濃
国
正
六
位
上
塩
野
神
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

和
世

田
神
。
薩
摩
国
正
六
位
上
多
夫
施
神
。
伯
書
国
無
位
国
庁
裏
神
並
従
五
位

下
。

　
　
　
　

珊
元
慶
三
年
九
月
辛
卯
条

　
　

授
二
石
見
国
正
五
位
上
物
部
神
従
四
位
下
↓
正
五
位
下
勲
七
等
伊
甘
神
正
五
位

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　

上
。
従
五
位
上
府
中
神
。
国
分
寺
露
震
神
並
正
五
位
下
。

　

三
史
料
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
神
（
社
）
名
で
は
あ
る
が
、
（
石
見
）
国
府
の
「
中

神
」
、
（
伯
者
）
国
庁
の
「
裏
神
」
、
（
石
見
国
）
府
の
「
中
神
」
の
意
で
あ
ろ
う
。

　
天
子
の
御
所
を

指
す
禁
裏

は
、
周
知
の
と
お
り
、
そ
の
裏
（
ウ
チ
）
に
は
い
る
こ

と
を
禁
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
国
庁
裏
神
」
は
、
国
庁
の
ウ

チ

ガ

ミ
と
訓
ん
で
差
支
え
な
い
。
中
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
『
説
文
』
に
「
中
、
内

也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
、
ウ
チ
と
訓
む
。
す
な
わ
ち
、
上
記
史
料
の
国
府

（庁
）
の
「
裏
神
」
「
中
神
」
は
、
い
ず
れ
も
「
ウ
チ
ガ
、
ミ
」
と
訓
み
、
裏
神
1
1
中

神

H
内
神
と
通
用
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
天
子
の
御
所
を
意

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

味
す
る
「
禁
裏
」
「
禁
中
」
「
禁
内
」
が
通
用
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
類
似
の
例
と
い

え
よ
う
。

　
な
お
、
石
見
国
の
「
国
府
中
神
」
「
府
中
神
」
と
と
も
に
み
え
る
「
露
震
神
」
は

い

う
ま
で
も
な
く
、
雷
神
で
あ
る
が
、
こ
の
国
府
の
内
神
と
雷
神
と
の
関
連
は
、
先

に
み
た
宝
亀
三
年
十
二
月
十
九
日
官
符
の
郡
家
の
西
北
の
角
の
神
が
官
の
幣
吊
に
漏

れ
た
の
を

怒
っ
て
崇
り
、
郡
家
の
内
外
に
あ
る
と
こ
ろ
の
雷
神
を
引
率
し
て
火
災
を

起
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
国
府
や
郡
家
に
内
神
を
祀
る
と
と
も
に
、
雷
神
も
そ
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の
内
外
に
祀
ら
れ
て
い
た
事
実
も
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
国
府
に
お
い
て
も
、
そ
の
位
置
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
　
“
国
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

内
神
”
が
存
在
し
た
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
史
料
上
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

⇔
　
我
が
国
に
お
け
る
戌
亥
隅
信
仰

　

こ
う
し
た
戌
亥
の
隅
に
神
を
祀
る
こ
と
は
、
こ
の
他
の
史
料
に
も
数
多
く
散
見
し
、

後
の
民
俗
例
と
し
て
屋
敷
神
を
家
の
西
北
隅
に
祀
る
事
例
も
含
め
て
、
す
で
に
三
谷

栄
一
氏
が
「
日
本
文
学
に
於
け
る
戌
亥
の
隅
の
信
仰
」
（
『
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研

究
』
第
一
章
、
一
九
六
〇
年
）
で
膨
大
な
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
以
下
、
氏
の
集

成
さ
れ
た
事
例
、
考
察
の
中
か
ら
、
本
稿
と
の
関
連
を
重
視
し
て
主
要
な
論
点
ω
、

ω
、
◎
、
⇔
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

θ

中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
方
位
説
で
は
艮
（
丑
寅
ー
東
北
）
を
鬼
門
と
し
て
恐
れ

る
の
で
あ
る
が
、
我
々
の
実
際
の
生
活
で
は
、
む
し
ろ
乾
（
戊
亥
ー
西
北
）
を
恐
れ

て

い

る
。
そ
し
て
戌
亥
の
方
角
か
ら
来
る
も
の
に
対
し
て
極
め
て
恐
れ
慎
し
ん
で
い

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
戌
亥
の
方
角
か
ら
吹
く
西
北
風
な
る
タ
マ
カ
ゼ
を
こ

と
の
ほ
か
恐
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
柳
田
国
男
は
タ
マ
カ
ゼ
は
悪
霊
の
吹
か
せ
る

風

と
い
う
意
味
ら
し
い
と
い
う
。
ま
た
、
柳
田
国
男
監
修
の
『
民
俗
学
辞
典
』
の

「
風
の

名
」
の
項
に
は
、
日
本
の
古
い
方
位
思
想
で
は
タ
マ
カ
ゼ
の
吹
い
て
く
る
北

西
が
そ

う
し
た
不
安
な
方
角
で
あ
っ
た
（
民
俗
学
研
究
所
編
『
民
俗
学
辞
典
』
一
九

五
一
年
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
タ
マ
カ
ゼ
や
ア
ナ
ゼ
の
た
め
に
、
恐
し

い
崇

り
に
遭
う
の
は
、
こ
の
慎
し
み
物
忌
す
べ
き
時
期
に
出
航
す
る
か
ら
で
あ
る
。

家
に
忌
み
慎

し
ん
で
神
事
に
従
っ
て
い
れ
ば
、
祝
福
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
祖
霊
を

乗
せ
て

く
る
方
向
の
風
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
風
は
祖
霊
の
来
訪
し
た
「
お
し
ら

せ
」
で
あ
っ
た
。

㈲
　
『
日
本
歌
謡
集
成
』
巻
五
所
収
の
「
田
植
草
紙
」
（
山
本
信
哉
が
広
島
県
山
県
郡

新
庄
村
か
ら
採
集
し
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
）
に
よ
れ
ば
、

　
一
、
時
鳥
は
何
も
て
来
り
。

　
　
　
　
斗
の

升
に
と
か
き
に
俵
も
ち
来
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
俵

も
ち
来
て
い
ぬ
ゐ
の
隅
の
俵
よ

　
　
　
稲
が

よ
い
け
に
俵
を
あ
め
や
せ
ん
と
く
。

と
あ
り
、
富
を
も
た
ら
す
方
向
が
戊
亥
の
隅
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

　
『
看
聞
御
記
』
応
永
廿
三
年
（
一
四
一
六
）
七
月
廿
六
日
条
か
ら
は
、
戌
亥
の
隅

に
、
そ
の
家
の
神
を
安
置
す
る
思
想
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、

　

又
、
或
説
。
京
下
方
二
住
男
。
宇
治
今
伊
勢
へ
参
詣
シ
ケ
ル
ニ
。
社
頭
辺
白
弛
ア

　

リ
。
此
男
扇
ヲ
開
テ
。
若
宇
伽
ナ
ラ
バ
此
扇
へ
来
ル
ベ
シ
ト
云
ケ
ル
ニ
。
此
弛
扇

　

ノ
上
ヘ
ハ
イ
ノ
ボ
リ
ケ
レ
バ
。
悦
テ
萎
以
テ
下
向
シ
ケ
リ
、
サ
テ
家
ノ
乾
ノ
角
二

　
安
置
シ
ケ
リ
。
而
不
慮
ノ
外
二
物
出
来
テ
。
人
モ
物
ヲ
借
シ
賜
ナ
ド
シ
テ
心
安
ク

　
成
ケ

レ

バ

。
宇
伽
神
ナ
リ
ト
テ
、
仏
供
ヲ
備
テ
貴
敬
シ
ケ
リ
。
（
後
略
）
〔
『
看
聞

　
御
記
』
上
　
続
群
書
類
従
完
成
会
〕

と
あ
る
。
蛇
を
宇
伽
神
と
崇
敬
す
る
こ
と
は
今
日
も
な
お
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
宇
伽
は
元
来
ウ
カ
ノ
ミ
タ
マ
、
ト
ヨ
ウ
カ
ヒ
メ
の
ウ
カ
な
ど
と
同
じ
穀
物
の

神

で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
こ
で
は
む
し
ろ
財
宝
の
神
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

か
か

る
穀
物
と
か
財
宝
の
神
と
い
う
そ
の
御
神
体
と
も
い
う
べ
き
蛇
を
、
こ
の
説
話

で
は

ま
ず
家
の
戌
亥
の
隅
に
安
置
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
神
は
家
の
戊
亥
の

↑6
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隅
に
祀

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
家
に
祝
福
を
与
え
る
神
は

戌

亥
の
隅
に
来
訪
し
た
の
で
あ
る
。

◎
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
六
の
第
二
話
は
、
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

桃
園
大
納
言
の
住
ん
で
い
た
邸
を
、
一
条
摂
政
が
引
受
け
て
大
饗
を
行
っ
た
。
と
こ

ろ
が
坤
（
西
南
）
の
隅
に
塚
が
あ
っ
た
の
で
、
堂
を
建
て
よ
う
と
掘
り
く
ず
さ
せ
た
。

す

る
と
美
し
い
廿
五
六
の
尼
が
寝
入
っ
た
よ
う
に
臥
し
て
い
た
が
、
ま
も
な
く
戌
亥

か

ら
風
が
吹
き
、
す
べ
て
塵
々
と
な
っ
て
消
え
失
せ
た
。
つ
ま
り
美
し
い
死
者
に
辱

め
を

与

え
る
の
を
、
こ
の
屋
敷
の
祖
霊
が
戌
亥
の
方
角
か
ら
風
と
な
っ
て
出
現
し
、

一
族
の

者
の

死
体
を

持
ち

去
っ
た
の
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
辱
め
を
与
え
た

一
条
摂
政
も
こ
の
崇
り
に
よ
っ
て
死
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
戌
亥
の
方
角

に
は

屋
敷
を

守

る
何
者
か
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
が
い
う
ま
で
も
な
く
祖
霊

神
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⇔
　
屋
敷
神
の
各
地
の
神
屋
も
区
々
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
屋
敷
の
西
北
隅
に
、
小

さ
な
祠
や
年
毎
の
仮
屋
を
作
っ
た
り
、
更
に
古
風
な
も
の
で
は
、
古
木
や
石
を
依
り

代
と
し
て
い
る
。

　
岩
手
県
内
の
屋
敷
神
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
森
口

多
里

さ
ん
の
「
屋
敷
に
祀
る
神
」
に
よ
る
と
「
岩
手
県
の
胆
沢
・
江
刺
両
郡

の

民
家
の
屋
敷
内
に
一
般
に
祀
ら
れ
て
い
る
お
明
神
さ
ん
は
…
別
に
は
っ
き
り
し
た

お
神
体

と
て
は
な
い
小
さ
な
石
の
祠
、
こ
の
地
方
で
謂
ふ
と
こ
ろ
の
石
の
お
堂
コ
で

あ
る
の
が
普
通
で
原
則
と
し
て
は
屋
敷
の
戌
亥
（
西
北
）
の
隅
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
」

　
ま
た
森
口
さ
ん
は
い
っ
て
い
る
。
「
和
賀
郡
の
町
村
に
は
一
般
的
原
則
と
し
て
屋

敷
の
一
隅
に
お
明
神
さ
ん
を
ま
つ
る
と
い
ふ
慣
習
は
な
い
や
う
で
あ
る
。
」
（
一
一
頁
）
、

コ
般
に
は
ウ
ヂ
神
は
（
屋
敷
の
）
北
西
に
ま
つ
る
の
で
あ
る
。
L
（
二
九
頁
）
、
「
（
飯

豊
村

の
）
辺
で
は
ウ
ヂ
神
は
屋
敷
の
戌
亥
（
西
北
）
に
祀
る
の
で
蛇
王
権
現
も
そ
の

方
角
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
二
五
頁
）
、
「
ウ
ヂ
神
は
氏
神
か
内
神
か
、

そ
れ
と
も
家
神
か
、
判
明
し
な
い
。
ど
う
も
氏
神
の
意
味
は
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

内
と
家
と
は
同
じ
意
味
で
あ
る
か
ら
、
ウ
ヂ
神
は
矢
張
り
一
家
の
神
と
い
ふ
意
味
で

あ
ら
う
。
ウ
チ
を
ウ
ヂ
と
濁
る
の
は
こ
の
地
方
の
癖
で
あ
る
。
」
（
一
二
～
二
二
頁
）

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
和
賀
郡
笹
間
村
大
字
南
笹
間
字
金
栗
の
小
原
氏
本
家
に
は
不

動
明
王
、
分
家
に
も
稲
荷
様
金
神
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
屋
敷
の
西
北
隅
に
祀
っ
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

っ

て
、
ウ
チ
カ
ミ
（
内
神
）
と
い
っ
て
い
る
。

　
以

上
の

よ
う
に
、
三
谷
氏
の
戊
亥
隅
信
仰
に
関
す
る
貴
重
な
研
究
を
紹
介
し
た
が
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
氏
の
強
調
し
よ
う
と
し
た
主
要
な
論
点
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

　
東
北
隅

（
丑
寅
－
艮
）
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
方
位
説
で
、
鬼
門
と
し
て
恐
れ

た
の

は
、
後
の
こ
と
で
あ
り
、
我
々
の
実
際
の
生
活
で
は
、
む
し
ろ
西
北
隅
（
戌
亥

ー
乾
）
を
恐
れ
て
い
る
。
戌
亥
の
隅
に
、
そ
の
家
の
神
を
安
置
す
る
思
想
が
あ
っ
た
。

戊

亥
の
方
角
に
は
屋
敷
を
守
る
何
者
か
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
正
月
訪
れ
る
年
神

様
が

祖
霊
で

あ
り
、
「
屋
敷
神
」
つ
ま
り
「
地
ノ
神
」
で
あ
っ
た
。
戌
亥
は
祝
福
を

も
た
ら
す
祖
霊
の
方
向
と
考
え
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
戌
亥
の
隅
は
、
祖
霊
神
が

遠
く
西
の
彼
方
か
ら
去
来
す
る
常
世
の
国
を
指
し
、
も
と
も
と
漠
然
た
る
西
方
を
指

し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
信
仰
は
、
古
代
信
仰
に
連
な
る
古
事
記
や
出
雲
国
に

関
す
る
諸
説
話
、
諸
伝
承
、
大
嘗
会
の
行
事
等
の
考
察
に
も
重
要
な
課
題
を
投
ず
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
。
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一
方
、
古
代
の
文
献
史
料
に
み
え
、
戌
亥
隅
神
と
同
様
に
屋
敷
神
と
の
関
連
を
指

摘
さ
れ
て
い
る
「
宅
神
」
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
神
祇
令
季
夏
条
の
義
解
は
月
次
祭
に
つ
い
て
「
謂
於
二
神
祇
官
一
祭
。
与
二
祈
年
祭
一

同
。
即
如
二
庶
人
宅
神
祭
一
也
」
と
あ
り
、
庶
人
の
家
に
宅
神
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ま
で
宅
神
祭
（
ヤ
カ
ツ
カ
ミ
ノ
祭
）
は
、
後
世
の
屋
敷
神
の
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

流

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
祖
霊
信
仰
の
側
面
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
吉

田
孝
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
月
次
祭
は
あ
き
ら
か
に
農
耕
儀
礼
の
一
種
で
あ
り
、

こ
の
月
次
祭
が
「
庶
人
の
宅
神
祭
の
如
し
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
庶
人
の
宅
神

祭

も
農
耕
儀
礼
の
一
種
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏

は
、
個
々
の
農
民
の
住
居
は
一
般
に
は
ヤ
ケ
と
は
観
念
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い

の

で
、
宅
神
祭
も
、
奈
良
時
代
に
は
ま
だ
個
々
の
農
民
の
住
居
で
行
わ
れ
て
い
た
か

ど
う
か
疑
問
で
あ
り
、
む
し
ろ
ヤ
カ
ツ
カ
ミ
ノ
祭
を
「
ヤ
ケ
」
の
神
の
祭
と
し
て
と

ら
え
直
す
と
、
『
延
喜
式
』
の
神
名
帳
に
み
え
る
三
宅
神
社
や
大
家
神
社
も
、
ヤ
ケ
の

神
と
し
て
の
共
通
性
が
浮
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
う
。
『
奥
儀
抄
』
（
藤
原
清
輔
撰
、

保
延
元
年
く
一
＝
二
五
∨
か
ら
天
養
元
年
〈
＝
四
四
〉
の
間
に
成
立
）
の
古
歌
四

十
八
首
中
に
、

　
　
ふ
か
み

ぐ
さ
に
は
に
し
げ
れ
る
花
の
か
を
　
い
へ
よ
き
て
へ
よ
う
け
も
ち
の
神

を

示
し
、
そ
の
釈
に
、

　
　
ふ
か
み

ぐ
さ
は
か
き
つ
ぼ
た
な
り
、
い
へ
よ
と
は
或
物
に
興
じ
見
る
こ
と
也
、

　
　
う
け
も
ち
の
神
は
い
へ
の
神
也
、
和
名
に
は
保
食
神
と
か
け
り
（
下
略
）

と
見
え
て
「
う
け
も
ち
の
神
は
い
へ
の
神
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
家
の
神
ー
宅

神
は
ウ
ケ
モ
チ
ノ
神
（
保
食
神
）
を
祀
る
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
平
安
時

代
以
降
は
、
宅
神
祭
は
、
　
「
イ
ヘ
ノ
カ
ミ
」
と
し
だ
い
に
混
同
し
て
用
い
ら
れ
て
く

る
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
屋
敷
神
は
ウ
チ
神
と
も
称
さ
れ
、
家
神
ま
た
は
内
神
と
記
録
さ
れ
て

い

る
。
し
か
し
家
神
の
場
合
は
「
宅
神
」
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
つ
い

て
、
例
え
ぽ
『
古
事
類
苑
』
の
解
釈
は

　
　
宅
神

ト
ハ
、
家
宅
ヲ
守
護
シ
給
フ
神
ノ
称
ニ
シ
テ
、
旧
ク
ハ
之
ヲ
ヤ
カ
ツ
、
ミ
カ

　
　

ミ
ト
モ
、
ヤ
ケ
ノ
ミ
カ
ミ
ト
モ
云
ヒ
、
又
イ
ヘ
ノ
カ
ミ
、
ヤ
ド
ノ
カ
ミ
ト
モ
云

　
　
フ
、
祭
ル
所
ハ
保
食
神
ニ
シ
テ
、
毎
年
四
月
ト
十
一
月
ト
ノ
ニ
季
二
於
テ
之
ガ

　
　
祭
祀

ヲ
行
ヘ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（神
祇
部
十
七

　
第
宅
神
の
項
）

と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
宅
神
は
「
ヤ
カ
ツ
ミ
カ
ミ
」
　
「
イ
ヘ
ノ
カ
ミ
」
な
ど
と
訓
ぜ

ら
れ
、
「
ウ
チ
カ
ミ
」
と
は
称
し
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
論
ず
る
「
内
神
」
は
、
宅
神
と
は
直
接
的
に
結
び
つ
く
こ

と
は
な
く
、
戌
亥
の
隅
の
神
と
し
て
中
央
・
地
方
官
司
や
貴
族
の
邸
宅
等
の
主
要
施

設
の
西
北
隅
（
戌
亥
隅
）
に
安
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
後
の
屋
敷
神

に
連

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
屋
敷
神
と
し
て
戌
亥
隅
に
祀
ら
れ
る

神
す

な
わ
ち
ウ
チ
（
ヂ
）
神
は
、
本
来
は
氏
神
、
家
神
で
は
な
く
、
古
代
以
来
の

「
内
神
」
に
由
来
す
る
と
み
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
し
、
三
谷
氏
の

主
張
す

る
祖
霊
神
と
の
関
係
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

四
　
戌
亥
隅
の
神
殿

東
三
条
殿
の
場
合
は
、
角
振
・
隼
の
両
社
が
そ
の
鎮
守
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
。

18



古代の内神について

琢睡恨＋x

桜ピ

￥
丁
ψ
噺
呼
事

匂
“
●
“

qい∀婁

廟吸

鰯
〆
‡

轡
珠

痢‘輻．

弓一【

U
Y
警

戸1

国
　’ぜ噌

：書、爆

　
　
繭
克
問
厘

ぽ遠 エ

門
藷
’
門

．．．。忽呂購鹸

W学
軸
’

’
解
壌
拳
’

　
●
き

胆
4
皐
葡
’

幸
　
咲

ボ噸

齋
院
．
．
沈

ト〉

く
　
食
　
餐

鉋議
。

椙囹
］
鑓

遍唱磯冬ヤw岨無÷磯

S

同
圏
国
・
．
蟻
禦
・
￥
口
薯
哩
宝

回

図9神舐官図

天
皇
の

里

内
裏
と
も
な
っ
た
東
三
条
殿
は
、
天
皇
の
行

幸
や
里

内
裏
か
ら
内
裏
へ
の
遷
御
に
際
し
て
、
そ
の
鎮

守
神
に
位
階
の
授
与
が
し
ば
し
ぼ
行
わ
れ
る
ほ
ど
重
き

を
な
し
た
（
『
日
本
紀
略
』
永
延
元
年
∧
九
八
七
V
十

月
十
四
日
条
ほ
か
）
。
こ
の
神
殿
の
構
造
と
配
置
に
つ

い
て

は
、
『
兵
範
記
』
仁
平
二
年
（
一
一
五
一
一
）
十
一
月

十
七

日
条
中
に
指
図
と
記
載
が
見
え
る
。
こ
の
解
釈
は
、

太

田
氏
に
よ
れ
ぽ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
神
殿
廻
廊
は
東
西
に
長
い
八
間
の
複
廊
で
、
西
洞
院

大
路
面
の
築
地
塀
と
西
蔵
人
所
と
の
間
に
設
け
ら
れ
、

西

第
三
間
に
出
入
口
扉
を
開
き
、
そ
こ
を
入
る
と
両
神

殿
が
東
西
に
並
ん

で
奉
安
さ
れ
る
こ
と
、
お
よ
び
神
殿

そ

の

も
の
は
小
規
模
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

な
お
、
邸
の
東
南
方
に
御
堂
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
、
「
辰
巳
の
方
た
る
御
堂
」

と
み
え
、
こ
の
御
堂
が
普
賢
菩
薩
を
祀
っ
た
普
賢
堂
で

あ
る
こ
と
も
『
俊
頼
口
伝
集
』
中
の
記
載
に
「
南
の
普

賢
堂
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
戌
亥
と
辰
巳

と
は
相
対
的
な
位
置
で
、
神
が
降
臨
す
る
場
所
の
方
向

と
神
が
降
臨
す
る
に
際
し
て
立
ち
向
う
そ
の
方
向
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

相
違
で
同
じ
意
味
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
朝
廷
の

祭
祀
を

つ
か

さ
ど
る
神
祇
官
庁
の
西
北
隅
に

19



国立歴史民俗博物館研究報告　第45集　（1992）

も
神
殿
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
（
2
3
）

　
神
舐
官
図
に
よ
れ
ぽ
、
神
祇
官
が
西
庁
か
ら
降
り
て
庁
の
前
座
に
就
き
、
神
部
祝

部
等
を

率
い
て
西
庁
の
南
庭
に
立
つ
と
す
る
と
、
神
祇
官
図
に
は
こ
の
斎
院
（
西
院
）

の

西
北
隅

に
当
っ
て
八
神
殿
が
奉
祀
さ
れ
て
い
る
。
八
神
殿
と
は
『
延
喜
神
名
式
』

（
巻
九
）
の
宮
中
神
三
十
六
座
の
う
ち
の
、
「
神
祇
官
西
院
坐
御
巫
等
祭
神
廿
三
座
」

に

含
ま
れ
る
「
御
巫
祭
神
八
座
聾
㍉
麟
譜
剖
の
・
と
で
あ
久
神
産
日
裡

高
御
産
日
神
、
玉
積
産
日
神
、
生
産
日
神
、
足
産
日
神
、
大
宮
売
神
、
御
食
津
神
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

事
代
主
神
の
八
神
を
指
す
。

　

こ
の
八
神
殿
の
殿
舎
の
規
模
・
調
度
な
ど
に
つ
い
て
は
、
『
延
喜
臨
時
祭
式
』
（
巻

三
）
の
供
神
装
束
条
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
神
殿
竺
宇
。
類
詩
球
㌔
（
下
略
）

　
　
　
右

毎
二
御
巫
遷
替
↓
神
殿
以
下
改
換
。
但
座
摩
。
御
門
。
生
嶋
等
奉
〃
斎
神
。

　
　
　
唯

改
二
神
壁
不
レ
供
二
装
衷
其
新
任
御
巫
。
皆
給
・
壁
宝
聾
鮭
甦

　
殿
舎
の
記
事
は
簡
略
す
ぎ
る
が
、
こ
の
神
殿
は
御
巫
遷
替
の
た
び
に
新
造
さ
れ
る

の

が
古
例

で
あ
っ
た
か
ら
、
当
初
よ
り
素
朴
・
単
純
な
建
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
『
百
錬
抄
』
大
治
二
年
（
＝
二
七
）
二
月
十
四
日
条
に
「
八
神
殿
」
を
含
む

諸
建
物
の
焼
亡
記
事
が
み
え
る
。
そ
の
記
事
の
中
に
「
自
レ
元
無
二
御
正
体
一
」
と
み

え
る
こ
と
か
ら
、
神
座
に
は
特
定
の
依
代
を
常
置
奉
安
せ
ず
、
祭
祀
の
都
度
に
諸
神

を

迎

え
送
る
と
い
う
「
空
座
」
型
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ

の

よ
う
に
、
上
記
に
あ
げ
た
中
央
諸
官
司
・
貴
族
の
邸
宅
に
設
け
ら
れ
た
神
殿

の

う
ち
、
史
料
上
そ
の
建
物
配
置
や
構
造
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
わ
ず
か
に

す
ぎ
な
い
が
、
神
殿
そ
の
も
の
は
き
わ
め
て
規
模
が
小
さ
く
、
簡
単
な
建
物
で
、
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

祇
官
の
八
神
殿
の
よ
う
に
神
座
も
空
座
型
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
地
方

官
衙
に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
と
推
測
さ
れ
る
だ
け
に
、
遣
構
の
検
討
の
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

に

十
分
に
こ

の

点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ

し
、
こ
れ
ら
の
中
央
官
司
や
貴
族
の
邸
宅
内
お
よ
び
国
府
の
内
神
に
関
す
る

史
料
は
い
ず
れ

も
九
世
紀
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
郡
家
内
の
神
は
前
述
の

史
料
に

よ
る
限
り
い
ず
れ
も
八
世
紀
段
階
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
入
間
郡
の
場
合
、

出
雲
伊
波
比
神
社
は
延
喜
式
内
社
に
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
神
殿
は
中
央
官
司
や

貴
族
の

邸
宅
内
の
神
殿
と
規
模
な
ど
の
点
で
必
ず
し
も
同
様
の
傾
向
に
あ
っ
た
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
　
古

代
官
衙
遺
跡
内
西
北
部
の
遺
構
・
遺
物

O
　
多
賀
城
跡

　
胆
沢
城
跡

「
内
神
」
木
簡
の
検
討
か
ら
、
当
時
の
官
衙
内
の
西
北
隅
に
「
内
神
」

を

祀
っ
て
い
た
事
実
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
次
に
は
、
古
代
の
官

衙
遺
跡
内
に
お
い
て
そ
の
遺
構
を
検
証
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

各
地
の

発
掘
調
査
の
現
状
は
、
官
衙
の
政
庁
域
全
域
の
調
査
を
実
施
し
た
遺
跡
は
数

少
な
く
、
む
し
ろ
今
後
の
課
題
と
す
べ
き
テ
ー
マ
の
一
つ
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

そ

う
し
た
現
状
の
中
で
、
胆
沢
城
跡
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
、

政
庁
域
を

ほ
ぼ

完
掘
し
て
い
る
多
賀
城
跡
（
宮
城
県
多
賀
城
市
所
在
）
に
つ
い
て
、

そ
の

政
庁
西
北
部
の
調
査
状
況
を
み
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
政
庁
の
遺
構
期
は
第
1
～
W
期
に
大
別
さ
れ
、
そ
の
う
ち
第
皿
期
は
二
小
期
に
、
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第
W
期
は
三
小
期
に
細
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
第
W
期
は
主
に
正
殿
よ
り
北

の

地
域
で
建
物
の
建
て
替
え
な
ど
の
造
営
が
行
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
。
以
下
、
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

報
告
書
の
記
述
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
第
1
小
期
は
貞
観
＝
年
（
八
六
九
）
の
地
震
直
後
に
復
興
さ
れ
た
政
庁
で
あ
る
。

第
皿
ー
2
期
の
う
ち
建
て
替
え
ら
れ
た
の
は
後
殿
・
北
門
の
み
で
、
他
の
建
物
に
つ

い
て

は
大
規
模

な
瓦
の
葺
き
替
え
な
ど
は
行
わ
れ
た
が
、
建
て
替
え
ら
れ
る
こ
と
な

日，

〔

…70

殿

…
s
東

’ T・一一（

一」　　r

◆・」
　L－－i

8170i
後殿．

B150
正毅

S8135
東脇殿）

S8180
西脇殿

SC109
西翼廊

図10　多賀城第‖期政庁平面図

く
存
続
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
第
2
小
期
は
第
1
小
期
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
が
、
政
庁
の
後
方
に
は
、

掘
立
柱
建
物
か
ら
な
る
北
方
建
物
が
こ
の
期
の
み
に
付
加
さ
れ
る
。

　
第
3
小
期
は
政
庁
の
最
終
末
期
で
あ
り
、
遅
く
と
も
一
〇
世
紀
後
半
に
は
廃
絶
し

て

い
た

と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
期
に
造
営
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
掘
立
柱
建
物
で
あ

る
。
政
庁
の
主
要
な
一
部
は
基
本
的
に
は
第
1
小
期
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ

　

る
が
、
政
庁
西
北
部
で
は
第
2
小
期
に
付
加
さ
れ
た
建
物
に
代
り
新
た
な
建
物
が

連
続
し
て
建
て
替
え
ら
れ
る
。

　
　
こ
こ
で
、
主
に
政
庁
西
北
部
に
お
い
て
連
続
し
て
建
て
替
え
が
行
わ
れ
る
第
3

　
小
期
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
細
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
　
a
小
々
期
か
ら
e
小
々
期
ま
で
の
5
小
々
期
に
分
か
れ
、
い
ず
れ
も
掘
立
柱
建

　
物
で
あ
る
。
こ
の
遺
構
期
に
初
め
て
政
庁
の
対
称
性
が
失
わ
れ
る
。

　

　
a
小
々
期

　

南
北
棟

（
五
×

三

間
）
の
S
B
五
七
五
と
東
西
棟
（
四
×
三
間
）
の
S
B
五
六

　
七
が
あ
り
、
S
B
五
六
七
の
身
舎
の
み
同
位
置
、
同
規
模
で
一
回
建
て
替
え
ら
れ

　
て
い
る
。
両
建
物
は
東
側
柱
筋
を
一
致
さ
せ
、
約
四
・
五
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
を
お

　
い
て
南
北
に
並
ぶ
。
S
B
五
七
五
の
東
西
側
柱
筋
上
で
、
両
建
物
の
ほ
ぼ
中
間
に

位
置
す

る
一
対
の
柱
穴
が
あ
り
、
二
時
期
重
複
す
る
。
こ
の
柱
穴
に
よ
り
、
南
北

　
に
並
ぶ
両
建
物
を
連
結
す
る
な
ん
ら
か
の
施
設
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
。

　
　
b
小
々
期

　

平
面

L
字
形
（
東
西
、
南
北
方
向
と
も
五
×
三
間
）
の
S
B
五
九
一
と
東
西
棟

　
（
二
×
二
間
）
の
S
B
一
一
四
四
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
位
置
、
同
規
模
で
一
回
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建
て

替

え
ら
れ
て
い
る
。
両
建
物
は
約
九
・
三
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

盤

ル
の

間
隔
を

お

い
て
南
北
に
並

び
、
S
B
五
九
一
の
東

西

側
柱
筋
が
そ
れ
ぞ
れ
S
B
一
一
四
四
の
両
妻
に
一
致

す

る
。
と
こ
ろ
で
、
両
建
物
間
の
東
西
側
柱
筋
上
に
は

規
則
的
に
並
ぶ
柱
穴
が

あ
り
、
そ
の
一
部
は
二
時
期
重

複
し
て
い
る
。
こ
の
小
々
期
も
a
小
々
期
と
同
じ
く
南

北
に
並
ぶ
両
建
物
を

相
互
に
連
結
す

る
な
ん
ら
か
の
施

設
が
存
在

し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

c
小
々
期

　
東
西
棟
北
廟

付
建
物
（
五
×
三
間
）
の
S
B
五
六
六

を

中
心
と
し
て
、
そ
の
西
に
南
北
棟
総
柱
（
二
×
三
間
）

の

S
B
五
六
四
が
、
北
に
東
西
棟
S
B
一
一
四
五
が
あ

る
。
S
B
一
一
四
五
は
梁
行
一
間
で
桁
行
は
五
間
ま
で

確
認

し
て
い
る
が
、
S
B
五
六
六
と
西
妻
が
合
い
、
さ

ら
に
各
梁
行
柱
筋
が
一
致
す
る
こ
と
よ
り
、
S
B
五
六

六

と
同
じ
く
桁
行
五
間
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

　

d
小
々
期

　

南
北
棟
（
三
×
二
間
）
の
S
B
一
一
四
七
と
、
南
北
棟

（
七
×

二
間
）
の
S
B
三
七
三
が
あ
る
。

　

e
小
々
期

　
政
庁
の
最
終
末
期
で
あ
り
、
造
り
替
え
も
西
北
部
だ
け



古代の内神について

で

な
く
小
規
模
な
が
ら
政
庁
全
域
で
行
わ
れ
る
。

　
西
北
部
に
は
東
西
棟

（
五
×

二

間
）
の
S
B
＝
四
八
と
南
北
棟
（
六
×
一
間
）

の

S
B
一
一
四
九
が
建
て
ら
れ
、
S
B
一
一
四
八
の
西
妻
と
S
B
＝
四
九
の
東
側

柱
筋
が
一
致
す
る
。

　
以

上
の

よ
う
に
、
第
2
小
期
ま
で
は
政
庁
の
対
称
性
が
保
た
れ
て
い
る
が
、
第
3

小
期
に
は
西
北
部
に
建
て
替
え
が
集
中
し
、
対
称
性
が
失
わ
れ
て
い
る
。
西
北
部
の

建
物
群
の
構
造
上
の
特
徴
か
ら
そ
の
性
格
を
さ
ぐ
る
ま
で
は
い
た
っ
て
い
な
い
が
、

SB1708
　（後殿）

　SB1148

本
稿
と
も
関
連
さ
せ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

検
討
す
る
価
値
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

⇔
　
藤
原
宮
跡
－
平
安
初
期
荘
園
跡

　
一
九
八
二
年
度
の
藤
原
宮
の
西
北
隅
地
域
調
査
（
第
三
六
次
）
の
結
果
は
、
要
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

す

る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
北
区

で
は
西
面
外
濠
と
北
面
外
濠
、
お
よ
び
そ
の
交
点
、
井
戸
等
を
検
出
し
た
。

西
面
外
濠
は
北
流
す

る
素
掘
溝
で
、
こ
の
場
所
で
北
西
方
向
へ
流
路
を
変
え
て
宮
外

　
　
　
　
へ
流
れ
出
て
お
り
、
こ
の
付
近
で
は
遺
物
か
ら
み
る
と
二
二
世
紀
頃
ま
で

　
　
　
　
水
路

と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
北
面
外
濠
は
西
流
す
る
素
掘
溝
だ
が
、
こ

　
　
　
　
の
溝
は
奈
良
時
代
前
半
頃
に
は
す
で
に
機
能
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

・≧・㌶　　翻SB・51

　　　　図12　多賀城政庁第IV－3e期政庁平面図

　
南

区
で
検
出
し
た
井
戸
S
E
三
四
〇
〇
は
、
S
D
三
四
一
〇
の
北
岸
に

接
し
て
い
る
が
、
S
D
三
四
一
〇
の
岸
が
一
部
埋
没
し
た
あ
と
に
作
ら
れ

て

い

る
。
井
戸
は
一
辺
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
方
形
横
板
組
で
、
埋
土
は
一

層
で
底
面
に
小
石
を
敷
い
て
い
る
。
こ
の
中
か
ら
木
簡
二
点
の
ほ
か
に
削

り
掛
け
・
曲
物
・
富
寿
神
宝
な
ど
が
出
土
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
の
う
ち
の
一
点
で
あ
る
。
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（表
）

・

「
弘
仁
元
年
十
月
廿
日
収
納
稲
事

　
　
　
　
〔
玖
東
力
〕

合
壼
千
五
百
口
口

（
刻
線
）

（刻
線
）

…山
田
女
佃
二
町
六
段
千
二
百
冊
三
束
又
有
収
納
帳

…
凡
海
福
万

呂
佃
四
段
地
子
六
段
二
百
五
十
二
束

一
収
納
帳

同
日
下
廿
束

葛
木
寺
進
者

　
定
残
千
四

百
八
十
玖
束

使
石
川
魚
主

　
上
三
月
丸
弟
口
建
丸

　
浄
丸
福
丸
等

（
以
下
略
）

（裏
）

×

［
］
一
束

古代の内神について

・

「
［
］
　
　
　
口
口
口
束

　
精
米
春
料
一
束
酒
［
口

　
祭
料
物
井
同
料
圭
円
奈
等
持
夫
功
一
束

　
　
〔
成
力
〕

　
依

門
口
事
太
郎
経
日
食
二
東

　
庄
内
神
祀
料
五
束

　
〔
年
田
作
料
力
〕

口
口
口
口
口
口
且
凡
海
福
万
呂
下
充
升
束

　
　
　
　
　
　
　
　
凡
海
加
都
岐
万
呂
十
束

　
　
　
　
　
　
　
　
民
浄
万
呂
三
束

人
々
出
挙
給
十
七
束

　
　
　
　
　
　
　
　
建
万
呂
妻
浄
継
女
二
東

　
　
　
　
　
　
　
　
大
友
三
月
万
呂
二
束

　

こ
れ
は
長
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
、
幅
五
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
型
の
木
簡
で
、

荘
園
の
帳
薄
で
あ
る
。
あ
る
荘
園
の
収
支
に
関
し
て
、
四
段
目
ま
で
に
弘
仁
元
年

（
八
一
〇
）
の
収
穫
高
を
主
と
し
て
記
し
、
五
段
目
か
ら
は
同
年
一
〇
月
か
ら
翌
年

　
　
〔
蔓
力
〕

　
蓄
夢
直
五
把

　
節
料
物
井
久
留
美
等
持
行
夫
功
一
束

小
弄
従
経
八
日
二
束
六
把
稗
韻
甘

合
下
百
八
十
七
束
九

把

残
稲
一
千
二
百
五
十
三
束
六
把

（
以
下
略
）

二
月
ま
で
の
種
々
の
支
出
と
残
高
を
詳
細
に
書
き
上
げ
て
い
る
。
佃
（
直
営
田
）
三

町
六
段
や
地
子

田
六
段
が
あ
り
、
耕
作
者
や
経
営
者
や
荘
使
が
知
ら
れ
、
さ
ら
に
田

作
料
、
出
挙
、
義
倉
、
田
租
料
、
二
不
得
八
法
の
記
載
も
あ
り
、
初
期
荘
園
の
史
料
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L
「
［
［
［
［
［
［
［
［
［
二
三
「

］
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
［
鮒
㌣

］
m
凶
口
口
口
口
口
口
紀
口
［
㌶
縦
1
1

］
口
口
口
口
口
口
口
口
国
口
「
曝
川

］
口
口
　
　
　
　
　
　
　
口
口
［

］
口
口
　
　
　
　
　
　
　
口
口
［

］
口
［
地
　
　
　
　
　
　
　
口
口
［

山
口
［
　
　
　
　
　
　
［
］
口
［

］
口
［
　
　
　
　
　
　
　
已
日
［

］
口
［
　
　
　
　
　
　
　
［
而
］
［

］

口
［
　
　
　
　
　
　
　
口
口
［

］
口
目
　
　
　
　
　
　
　
口
口
［

］
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
口
［

曝］墨顯晶墨、［］口

…
18

：
（

吉
‘

：
㌔
。
闘
　
　
　
　
1
8
・
　
　
　
　
1
9
一

　　　　”

■5

㌃1．臼

　　19－2　．

■　　　■

l　　l

I　l
l：：1

I　　l

≡　29－●　　　　　　　　　1

」
「
」
「
」
「
」
「
」
「
」
「
」
「
」
「
」
「
」
「
」
コ
「
」
「

と
し
て
重
要
で
あ
る
。
正
月
二
十
六
日
条
で
は
収
納
の
箇
所
に
も
名
前
の
あ
っ
た
建

万
呂
が
種
々
の
物
を
奈
良
か
ら
宮
所
荘
へ
車
で
運
搬
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

宮
所
荘
は

こ
れ
ま
で
未
見
の
荘
で
あ
る
が
、
こ
の
荘
の
名
が
「
宮
所
荘
」
の
可
能
性

が

あ
る
。
な
お
藤
原
宮
大
極
殿
跡
の
東
南
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
「
宮
所

（
ミ
ヤ
ド
コ
）
」
の
小
字
が
あ
る
。
荘
園
主
は
平
安
京
に
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
一

点
の
木
簡
は
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
一
二
月
の
京
上
米
に
関
す
る
帳
薄
で
あ
る
。

図14藤原宮・京跡木簡出土地点略図

　
木
簡
は
井
戸
か
ら
出
土
し
た
が
、
こ
の
荘
は
井
戸
か
ら
そ
れ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
荘
所
も
こ
の
付
近
と
推
定
さ
れ
、
あ
る
い

は
井
戸
そ

の

も
の
が
荘
所
の
施
設
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
藤
原

宮
廃
絶
後
平
安
時
代
の
初
め
頃
ま
で
に
は
宮
跡
の
一
部
ま
た
は
近
辺
が
荘
園
と
な
っ

た

こ
と
が
知
ら
れ
た
こ
と
も
貴
重
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
本
木
簡
で
問
題
と
す
る
の
は
、
裏
の
上
段
に
記
さ
れ
た
支
出
項
目
の
一
つ

「
庄

内
神
祀
料
五
束
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
庄
の
内
神
を
祀
る
料
五
束
と
解
す
る
こ
と

が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
原
宮
廃
絶
後
に
そ
の
地
に
営
ま
れ
た
荘
園
「
宮
所
庄
」

の

中
に
、
内
神
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
木
簡
を
出
土
し
た
井
戸
S
E
三
四
〇
〇
は
、
藤
原
宮
の
西
北
隅
地
域
に
位
置

し
て
い
る
。
し
か
も
宮
の
西
面
外
濠
は
平
安
時
代
の
初
め
頃
に
お
い
て
も
水
路
と
し

て

機
能

し
て
お
り
、
北
面
外
濠
は
継
続
し
て
い
な
い
が
、
南
区
で
検
出
し
た
河
川
流

路
は
東
北

方
か
ら
の
主
流
路
S
D
三
四
一
〇
が
西
方
へ
の
流
路
S
D
三
四
〇
八
に
連

な
り
、
鎌
倉
時
代
ま
で
存
続
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
井
戸
そ
の
も
の
は
先
に
述

べ
た

よ
う
に
S
D
三
四
一
〇
の
岸
が
一
部
埋
没
し
た
あ
と
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
藤

原
宮
廃
絶
後
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
西
北
隅
の
区
画
線
が
機
能
し
て
お
り
、
も

と
の
藤
原
宮
の
宮
域
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
　
「
宮
所
荘
」
と

さ
れ
た
荘
園
は
藤
原
宮
域
内
に
営
ま
れ
、
そ
の
中
に
内
神
を
祀
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
宮
域
の
西
北
隅
に
お
そ
ら
く
庄
の
内
神
と
さ
れ
る
〃
戌
亥
隅
神
”
が
祀
ら

れ
て

い

た
の

で
は

な
い
か
。
戌
亥
の
方
角
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
付
図
に
み

え

る
小
字
名
「
戌
亥
垣
内
」
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
藤
原
宮
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る

こ
と
は
、
史
料
的
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
史
料
を
参
考
に
す
る
な
ら
ぽ
、
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古代の内神について

「
宮
所
荘
」
の
内
神
は
、
庄
の
西
北
隅
に
祀
ら
れ
て
い
た
神
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

で

あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
東
三
条
殿
の
内
神
と
戌
亥
隅
の
神
、
胆
沢
城
跡
の
内
神

木
簡

と
政
庁
西
北
隅
か
ら
の
出
土
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
と
付
合
し
、
ま
た
そ
れ

ら
を
傍
証
す
る
資
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

結
び

に

か
え
て

　
内
神
の
ぞ
ぽ
に
仕
え
る
射
手
と
し
て
の
役
割
は
、
ま
ず
弓
を
射
る
兵
士
と
し
て
神

殿
を

武
力
警
備
す
る
ケ
ー
ス
を
想
定
で
き
る
。
例
え
ぽ
、
神
祇
官
の
八
神
殿
に
つ
い

て

『
帝
王
編
年
記
』
に
よ
れ
ば
、
永
仁
二
年
（
一
二
九
四
）
九
月
三
十
日
条
に
「
神

祇
官
八
神
殿
御
戸
開
。
盗
犯
所
レ
為
欺
」
な
ど
と
あ
り
、
神
祇
官
西
院
の
神
殿
の
扉

が

開
け
ら
れ
、
三
所
斎
戸
衣
・
結
御
魂
緒
が
盗
ま
れ
た
事
件
が
起
こ
っ
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
射
手
の
警
護
内
容
と
し
て
重
要
な
点
が
あ
る
。
『
宇
津
保
物
語
』
の
「
蔵

開
の
上
」
に
み
え
る
よ
う
に
、
西
北
隅
に
あ
っ
た
蔵
は
邸
内
で
最
も
重
要
な
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
、
こ
の
蔵
だ
け
に
は
一
指
も
触
れ
さ
せ
ず
、
そ
の
子
孫
の
直
々
の
手
に

よ
る
以
外
に
は
、
こ
れ
を
拒
み
、
毎
夜
、
誰
と
も
知
れ
ず
馬
に
跨
っ
た
者
が
来
て
は
、

弓
弦
を
鳴
ら
し
て
夜
警
を
し
た
と
い
う
。
内
神
を
警
護
す
る
射
手
は
、
弓
弦
を
鳴
ら

し
て
邪
を
除
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
胆
沢
城
木
簡
の
内
神
に
侍
す
る
射
手
が
神
社
と
深

　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

く
関
わ
る
と
さ
れ
た
巫
（
神
を
和
ら
げ
、
神
に
願
う
人
の
意
と
さ
れ
て
い
る
）
姓
で

あ
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
最
後
に
本
稿
で
論
じ
て
き
た
問
題
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
と
お
り
と
な
ろ
う
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
に
よ
れ
ば
、
東
三
条
殿
の
内
神
は
、
戌
亥
の
隅
の
神
で
あ
り
、

実
際
、
『
兵
範
記
』
に
載
せ
る
東
三
条
殿
の
指
図
に
よ
っ
て
、
戌
亥
隅
（
西
北
隅
）

に

神
殿
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
祀
ら
れ
て
い
る
神
は
具
体
的
に
は
隼
明
神
・
角

振

明
神
で
あ
る
。
ま
た
、
中
央
官
司
の
織
部
司
や
左
京
職
に
も
、
戌
亥
隅
神
が
祀
ら

れ
て

い
た
こ

と
が
『
三
代
実
録
』
に
み
え
る
。

　
一
方
、
地
方
に
お
い
て
は
、
石
見
国
や
伯
書
国
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
国
府
中

神
・
国
庁
裏
神
は
山
城
国
澄
（
清
）
水
神
、
信
濃
国
塩
野
神
な
ど
と
と
も
に
、
そ
の

名
に
お
い
て
神
階
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
東
三
条
内
神
」
と
同
様
に
、

国
府
に
中
神
．
裏
神
1
1
内
神
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
す
が
、
そ
の
内
神
も
お
そ
ら
く

は

国
庁
の
戌
亥
隅
に
位
置
し
、
右
の
中
央
諸
官
司
に
な
ら
い
、
戌
亥
隅
神
と
も
称
さ

れ
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
宝
亀
三
年
十
二
月
十
九
日
の
官
符
に
引
く
武
蔵
国

司
解
に
よ
れ
ば
、
郡
家
の
西
北
隅
の
神
は
出
雲
伊
波
比
神
と
さ
れ
、
東
三
条
殿
の
戊

亥
（
西
北
）
隅
神
1
1
角
振
神
、
隼
明
神
と
同
様
に
そ
の
祭
神
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

の

場
合
、
国
府
の
中
神
・
裏
神
H
内
神
の
よ
う
に
、
　
「
郡
家
内
神
」
と
称
せ
ら
れ
て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
郡
家
に
限
ら
ず
、
古
代
の
諸
官
衙
（
東
三
条
殿
も
し
ば
し
ぼ
里

内
裏
と
な
る
）
は
そ
の
施
設
内
に
鎮
守
の
神
を
祀
り
、
そ
の
位
置
は
西
北
隅
（
戌
亥

隅
）
を
占
め
た
た
め
に
、
戌
亥
隅
神
と
も
称
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
神
を
祀
る
神

殿

は
、
一
般
的
に
小
規
模
で
簡
素
な
建
物
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
木
簡
の
検
討
か

ら
、
神
殿
は
官
衙
施
設
の
う
ち
、
中
心
と
な
る
政
庁
地
区
の
西
北
部
に
設
け
ら
れ
て

い

る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
殿
の
建
物
規
模
や

構
造
が
小
規
模
・
簡
易
な
も
の
と
思
わ
れ
る
だ
け
に
、
従
来
の
調
査
に
つ
い
て
は
遺

構
の
再
検
討
を
行
い
、
今
後
の
発
掘
調
査
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
十
分
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に
検
証
す

る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
点
の
木
簡
が
投
げ
か
け
た
〃
内
神
”
の
存
在
に
関
す
る
問
題
は
、

の

課
題
を

残
し
て
い
る
。

　
そ

の

重
要
課
題
の

一
つ
は
諸
官
衙
内
の
西
北
隅
に
神
を
祀
る
こ
と
、

神
の
成
立
時
期
で
あ
る
。

左
京
職

東
一
条
殿

織
部
司

石
見
国

伯
書
国

石
見
国

戌
亥
隅
神

（
戌
亥
）
隅
神

戌
亥
隅
神

国
府
中
神

国
庁
裏
神

府
中
神

貞
観
五
年
（
八
六
三
）

元
慶
元
年

（
八
七
七
）

元
慶
三
年
（
八
七
九
）

貞
観
十
三
年
（
八
七
一
）

貞
観
十
五
年
（
八
七
三
）

元
慶
三
年

（
八
七
九
）

い

ま
だ
多
く

い

わ
ゆ
る
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

　
神
社
の
神
階
記
事
が
九
世
紀
後
半
以
降
に
集
中
す
る
一
般
的
傾
向
で
あ
る
点
に
留

意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
段
階
に
は
こ
れ
ら
の
神
社
名
は

史
料
に
み
え
な
い
。

　
東
三
条
殿
は
藤
原

良
房
（
八
〇
四
－
八
七
三
）
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
、
角
振
・
隼

の

両
社
の
初
見
は
永
延
元
年
（
九
八
七
）
で
あ
る
。
文
献
史
料
に
お
け
る
中
央
官
司

（
東
一
条
・
東
三
条
殿
を
含
む
）
の
戌
亥
隅
神
‖
内
神
は
単
な
る
史
料
の
偏
在
性
と

は
い

え
ず
、
九
世
紀
以
降
に
そ
の
姿
を
み
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

陸
奥
国
府
で
あ
る
多
賀
城
跡
の
政
庁
地
区
に
お
い
て
は
、
貞
観
十
一
年
（
八
六
九
）

の

陸
奥
国
大
地
震
の
復
興
事
業
と
さ
れ
る
第
W
期
の
第
3
小
期
に
至
り
は
じ
め
て
西

北
部
に
建
物
が
設
け
ら
れ
、
し
か
も
連
続
的
に
建
て
替
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
多
賀

城
政
庁
の
九
世
紀
半
ぽ
以
降
の
西
北
部
に
お
け
る
建
物
の
新
設
・
建
て
替
え
は
、
時

期
的
に
は
右
の
文
献
史
料
と
合
致
す
る
点
、
大
変
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
中
央
諸
司
や
国
府
に
関
わ
る
内
神
の
史
料
は
お
お
よ
そ
九
世
紀
以
降

の

も
の
で
あ
る
が
、
唯
一
郡
家
関
係
の
宝
亀
三
年
官
符
お
よ
び
土
佐
国
風
土
記
逸
文

等
、
郡
家
内
に
神
を
祀
っ
て
い
る
事
実
を
伝
え
る
史
料
は
八
世
紀
代
の
も
の
で
あ
る
。

し
か
も
郡
家
内
の
神
は
、
入
間
郡
の
場
合
、
出
雲
伊
波
比
神
社
が
延
喜
式
内
社
で
あ

り
、
土
佐
郡
の
場
合
の
天
河
命
は
「
天
河
神
者
為
土
左
大
神
之
子
也
」
と
あ
り
、
式

内
大
社
都
佐
坐
神
社
を
本
社
と
す
る
な
ど
、
と
も
に
神
社
の
規
模
は
大
き
い
も
の
と

考
え
ら
れ
、
中
央
官
司
や
国
府
の
内
神
と
は
異
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

　
現
存
資
料
に
よ
る
か
ぎ
り
で
は
、
諸
官
衙
の
西
北
隅
に
神
を
祀
る
こ
と
は
時
期
的

に
は
郡
家
が
先
行
し
、
し
か
も
郡
家
の
そ
れ
は
式
内
社
相
当
の
神
社
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
中
央
官
司
や
国
府
の
内
神
は
規
模
の
小
さ
い
、
簡
素
な
神
殿
に
安
置
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
推
測
を
加
え
る
な
ら
ば
、
古
代
に
お
い
て
時
期
は
確
定
で
き
な
い
が
、
早

く
か
ら
戊
亥
隅
信
仰
が
存
在
し
、
そ
の
在
地
の
信
仰
は
ま
ず
最
初
に
郡
家
（
評
家
段

階
の
可
能
性
も
あ
る
）
内
の
戊
亥
隅
に
神
社
を
祀
る
形
で
具
現
化
さ
れ
た
。
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ

れ
が
九
世
紀
以
降
形
式
化
さ
れ
た
形
で
、
中
央
官
司
や
国
府
内
の
う
ち
で
も
最
も

象
徴
的
な
政
庁
の
西
北
隅
に
簡
素
な
神
殿
を
設
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
点
は
内
神
の
性
格
と
と
も
に
今
後
の
課
題
と
し
て
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

本
稿
は
一
点
の
木
簡
の
出
現
を
契
機
と
し
て
、
広
範
な
資
料
の
検
討
を
通
し
て
中

央
・
地
方
の
諸
官
衙
の
西
北
隅
に
神
を
祀
っ
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
、
こ
の
事
実
が

古

代
の
官
衙
構
造
や
日
本
文
化
に
お
け
る
基
層
信
仰
の
実
態
解
明
の
研
究
に
若
干
な
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古代の内神について

り
と
も
手
が
か
り
を
与
え
る
に
違
い
な
い
と
思
い
、
稿
を
起
こ
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
、
末
尾
な
が
ら
、
本
稿
の
契
機
と
な
っ
た
胆
沢
城
木
簡
を
調
査
さ
れ
た
水
沢

市
教
育
委
員
会
の
伊
藤
博
幸
・
佐
久
間
賢
両
氏
、
有
益
な
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
菊

地
照
夫
氏

（
東
京
都
立
石
神
井
高
校
教
諭
）
、
小
倉
慈
司
氏
（
東
京
大
学
大
学
院
生
）

に
対

し
て
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

註（
1
）
　
拙
稿
「
律
令
制
下
の
多
賀
城
」
　
（
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡
　
政

　
　
庁
跡
本
文
編
』
所
収
、
一
九
八
二
年
）
。

（
2
）
　
水
沢
市
教
育
委
員
会
「
『
政
庁
西
北
地
区
』
発
掘
調
査
成
果
の
概
要
」
一
九
八
九
年
。

　
　
　
佐
久
間
賢
「
胆
沢
城
跡
」
（
『
第
一
六
回
古
代
城
柵
官
衙
遺
跡
検
討
会
資
料
』
一
九
九

　
　
〇
年
）
。

　
　
佐
久
間
賢
「
岩
手
・
胆
沢
城
跡
」
　
（
木
簡
学
会
『
木
簡
研
究
』
第
　
二
号
、
一
九
九
〇

　
年
）
。

（
3
）
　
水
沢
市
教
育
委
員
会
「
胆
沢
城
跡
平
成
二
年
度
発
掘
調
査
」
（
『
第
一
七
回
古
代
城
柵

　
　
官
衙
遺
跡
検
討
会
資
料
』
一
九
九
一
年
）
。

（
4
）
　
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡
ー
昭
和
四
九
年
度
発
掘
調
査
概
報
1
』

　
　
一
九
七
五
年
。

（
5
）
　
水
沢
市
教
育
委
員
会
『
胆
沢
城
跡
ー
昭
和
五
九
年
度
発
掘
調
査
概
報
ー
』
一
九
八
五
年
。

（
6
）
　
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
漆
紙
文
書
』
一
九
七
九
年
。

（
7
）
　
水
沢
市
教
育
委
員
会
『
胆
沢
城
跡
ー
昭
和
六
一
年
度
発
掘
調
査
概
報
ー
』
（
一
九
八

　
　
七
年
）
、
佐
久
間
賢
・
土
沼
章
一
「
府
庁
厨
屋
の
発
見
」
『
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
七

　
　
五
号
、
一
九
八
七
年
。

（
8
）
　
横
田
拓
実
「
文
書
様
木
簡
の
諸
問
題
」
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
研
究
論
集
W
』

　
　
一
九
七
八
年
）
。

（
9
）
　
鬼
頭
清
明
　
「
平
城
宮
出
土
の
衛
士
関
係
木
簡
に
つ
い
て
」
（
『
木
簡
研
究
』
第
五
号
、

　
　
一
九
八
三
年
）
。

（
1
0
）
　
太
田
静
六
『
寝
殿
造
の
研
究
』
一
九
八
七
年
。

（
1
1
）
　
森
田
悌
『
古
代
の
武
蔵
ー
稲
荷
山
古
墳
の
時
代
と
そ
の
後
』
一
九
八
八
年
。

（
1
2
）
　
川
副
武
胤
「
藤
原
百
川
」
（
『
書
の
日
本
史
』
第
一
巻
、
所
収
）
一
九
七
五
年
。

（
1
3
）
　
吉
田
晶
『
日
本
古
代
村
落
史
序
説
』
第
二
章
「
首
長
と
共
同
体
」
一
九
八
一
年
。

（
1
4
）
　
山
中
敏
史
「
遺
跡
か
ら
み
た
郡
衙
の
構
造
」
（
狩
野
久
編
『
日
本
古
代
の
都
城
と
国

　
　
家
』
一
九
八
四
年
）
。

（
1
5
）
　
宝
亀
三
年
十
二
月
十
九
日
官
符
の
原
文
は
「
郡
家
西
北
角
神
…
…
」
と
み
え
て
い
る

　
　
が
、
吉
田
氏
の
前
掲
書
で
は
「
郡
家
西
南
角
」
と
、
山
中
氏
も
前
掲
論
文
で
「
郡
家
西

　
　
角
」
と
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
た
ま
た
ま
両
書
の
誤
植
で
あ
る
が
、
肝
心
な
点
で
あ

　
　
る
の
で
、
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
き
た
い
。

（
1
6
）
　
宮
地
直
一
「
土
佐
国
風
土
記
逸
文
の
発
見
」
（
『
史
学
雑
誌
』
第
五
十
五
編
第
七
号
、

　
　
一
九
四
四
年
）
。
な
お
、
こ
の
逸
文
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
2
　
風
土
記
』
（
一
九
五

　
　
八
年
）
に
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
1
7
）
　
拙
稿
「
律
令
制
下
の
多
賀
城
」
（
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡
ー
政

　
　
庁
跡
本
文
編
』
一
九
八
二
年
）
な
ど
。

（
1
8
）
　
備
前
国
府
に
関
し
て
は
、
康
永
元
年
（
二
二
四
二
）
の
『
備
前
国
神
名
帳
』
に
備
前

　
　
国
総
社
と
は
別
の
「
上
道
郡
国
府
神
」
と
記
さ
れ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
る
（
木
下
良

　
　
『
国
府
』
教
育
社
歴
史
新
書
、
　
一
九
八
八
年
）
。

　
　
　
な
お
、
陸
奥
国
府
の
所
在
し
た
多
賀
城
に
設
置
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
多
賀
神
（
『
日

　
　
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
十
月
甲
申
条
）
、
『
続
日
本
紀
』
天
平
五
年
十
二
月
己
未
条
に

　
　
「
出
羽
柵
遷
コ
置
於
秋
田
村
高
清
水
岡
一
」
と
み
え
、
出
羽
国
府
の
所
在
し
た
秋
田
城
お

　
　
よ
び
そ
の
後
の
国
府
移
転
先
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
城
輪
柵
遺
跡
（
山
形
県
酒
田
市
）
内

　
　
に
設
置
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
高
泉
神
（
『
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
二
月
二
十
七
日
条
）
、

　

城
輪
神

（『
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
二
月
二
十
七
日
条
、
同
元
慶
四
年
二
月
二
十
七
日

　

条
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
内
の
ど
の
位
置
に
置
か
れ
た
か
は
定
か
で
な
い
。

　
　
ま
た
、
こ
う
し
た
神
が
本
稿
で
扱
う
内
神
と
同
様
の
も
の
か
ど
う
か
決
め
が
た
い
が
、

　

そ
の
関
連
性
に
お
い
て
今
後
十
分
に
検
討
す
る
価
値
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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（
1
9
）
　
森
口
多
里
「
屋
敷
に
祀
る
神
」
（
岩
崎
敏
夫
編
『
東
北
民
俗
研
究
』
第
二
集
）
一
九

　
　
五
〇
年
。
本
文
中
の
頁
は
森
口
論
文
の
頁
数
を
示
す
。
た
だ
し
三
谷
氏
の
引
用
部
分
で

　
　
若
干
原
文
と
異
な
る
点
が
あ
る
が
、
原
文
に
も
と
づ
き
訂
正
し
た
。

（
2
0
）
　
屋
敷
神
に
つ
い
て
は
、
直
江
広
治
氏
の
代
表
的
な
研
究
（
『
屋
敷
神
の
研
究
ー
日
本

　
　
信
仰
伝
承
論
ー
』
一
九
六
六
年
）
が
あ
る
が
、
氏
の
場
合
は
専
ら
民
俗
現
象
を
と
ら
え
、

　
　
民
俗
学
的
方
法
に

ょ
つ
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
は
あ
く
ま
で
も
屋
敷

　
　
神
の
原
初
的
な
あ
り
方
と
し
て
、
古
代
に
お
け
る
戊
亥
隅
信
仰
を
解
明
し
ょ
う
と
す
る

　
　
も
の
で
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
三
谷
氏
の
研
究
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
こ
で
は
、
直
江
氏

　
　
の
指
摘
の
う
ち
、
三
谷
氏
と
の
関
連
で
、
二
、
三
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
屋
敷
神
は
学
術
上
の
用
語
で
、
実
際
に
は
地
方
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
通
称
が
行
わ
れ

　
　
て
い
る
。
な
か
で
も
、
東
北
地
方
か
ら
関
東
北
部
に
か
け
て
は
、
ウ
チ
ガ
、
ミ
或
い
は
ウ

　
　
ヂ
ガ
ミ
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
く
、
九
州
南
部
も
同
じ
系
統
で
ウ
ツ
ガ
ン
と
呼
ん
で
い
る
。

　
　
屋
敷
神
の
こ
と
を
ウ
チ
ガ
、
・
・
（
内
神
）
或
い
は
ウ
ヂ
ガ
、
ミ
（
氏
神
）
と
称
す
る
こ
と
が
、

　
　
国
の
北
と
南
の
端
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
現
象
で
、
氏
神
信
仰
を
解
く

　
　
重
要
な
手
掛
り
に
な
る
と
思
う
と
さ
れ
て
い
る
。
屋
敷
神
と
祖
霊
と
の
密
接
な
関
連
を

　
　
示
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
家
代
々
の
死
者
が
、
三
三
年
或
い
は
五
〇
年
忌
を
す
ま
す
と

　
　
屋
敷
神
に
な
る
、
と
伝
え
る
土
地
が
広
く
分
布
し
て
い
る
。

（
2
1
）
　
例
え
ば
、
河
音
能
平
氏
の
見
解
が
あ
げ
ら
れ
る
（
「
王
土
思
想
と
神
仏
習
合
」
『
岩
波

　
　
講
座

日
本
歴
史
4
』
一
九
七
六
年
）
。

　
　
　
　
一
般
班
田
農
民
は
、
そ
の
個
別
経
営
の
基
地
た
る
「
園
宅
地
」
に
お
い
て
「
庶
人

　
　
　
宅
神
祭
」
を
お
こ
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
（
『
令
義
解
』
天
神
地
祇
条
）
、
彼
ら
も

　
　
　
そ

の
家
父
長
制
的
家
族
の
形
成
に
と
も
な
っ
て
独
自
な
祖
霊
信
仰
を
展
開
さ
せ
る
に

　
　
　
い
た

っ

て

い

た
。
八
世
紀
中
葉
以
降
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
「
氏
神
」
は
、
地
方
豪
族

　
　
　
以

上
の

人
々
の
「
宅
神
」
を
意
味
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
正
確
に
は
地

　
　
　
方
豪
族
は
氏
神
・
氏
寺
を
自
ら
の
精
神
的
拠
点
と
し
て
そ
の
私
的
経
済
活
動
を
展
開

　
　
　

し
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
中
世
庄
園
村
落
の
建
設
に
と
も
な
っ
て
そ
の
精
神
的
紐
帯
と
し
て
形
成
さ
れ
た
庄

　
　
　
園
鎮
守
神
を
本
社
の
末
社
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
、
保
安
元
年

　
　
　
（
＝
二
〇
）
、
淡
路
国
司
が
賀
茂
社
領
生
穂
庄
を
新
立
庄
園
と
し
て
停
廃
し
よ
う
と

　
　
　
し
た
時
、
生
穂
庄
鎮
守
の
神
宝
を
投
棄
て
、
神
殿
を
破
損
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

　
　
　
た
（
『
中
右
記
』
同
年
四
月
六
日
条
）
。
ま
た
、
一
〇
ー
一
一
世
紀
摂
関
期
農
村
に
お

　
　
　
い
て
は
、
主
要
な
農
耕
神
事
は
田
堵
百
姓
の
屋
敷
神
の
神
事
と
し
て
個
々
に
お
こ
な

　
　
　
わ
れ
て
い
た
が
、
院
政
期
に
お
け
る
中
世
庄
園
村
落
と
そ
の
精
神
的
紐
帯
と
し
て
の

　
　
　
庄
園
鎮
守
神
の
形
成
に
と
も
な
っ
て
、
田
堵
百
姓
の
屋
敷
神
の
農
耕
神
事
の
主
要
部

　
　
　
分
は
庄
園
鎮
守
神
の
春
秋
の
農
耕
神
事
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
。

（
2
2
）
　
先
に
も
あ
げ
た
『
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
閏
十
月
廿
三
日
条
に
ょ
れ
ば
、
織
部
司
に

　
　
戊
亥
隅
神

と
と
も
に
「
辰
巳
隅
神
」
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
惰
の
粛
吉
の
撰

　
　
『
五
行
大
義
』
に
よ
る
と
、
戌
亥
を
天
門
と
し
、
辰
巳
を
地
戸
と
し
て
い
る
。

（
2
3
）
　
『
故
実
双
書
神
祇
官
図
』
、
『
増
訂
故
実
叢
書
大
内
裏
図
考
証
第
三
』
神
祇
官
全
図
、

　
　
一
九
三
〇
年
。

（
2
4
）
　
こ
の
八
神
に
つ
い
て
は
、
三
谷
栄
一
氏
（
前
掲
書
）
が
次
の
よ
う
に
解
釈
を
加
え
て

　
　

い
る
。

　
　
　
そ

の

祭
神
の
多
く
が
ム
ス
ビ
神
で
あ
り
、
ミ
ケ
ッ
の
神
で
あ
る
こ
と
は
農
耕
の
生
産

　
　
を

司
っ
た
り
、
穀
物
を
司
る
神
と
大
体
想
像
し
得
る
。
そ
し
て
元
来
は
ム
ス
ビ
の
神
は

　
　
祖
霊
神
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
穀
霊
を
司
る
神
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
神
々
を

　
　
天
皇
の
御
名
代
と
し
て
斎
く
御
巫
の
役
所
の
西
北
隅
に
奉
祀
し
て
祈
年
祭
を
と
り
行
う

　
　

こ
と
は
、
朝
廷
で
も
稲
を
も
た
ら
す
祖
霊
が
、
こ
の
方
角
に
坐
す
と
考
え
た
こ
と
を
意

　
　
味
す

る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
5
）
　
太
田
静
六
氏
前
掲
書
。
こ
の
点
、
古
代
に
お
け
る
史
料
で
は
確
認
で
き
な
い
が
、
伊

　
　
勢
神
宮
で
は
、
興
玉
神
は
正
宮
の
敷
地
内
の
板
垣
内
の
西
北
隅
に
西
面
し
て
石
畳
の
形

　
　
式
で
鎮
祭
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
式
年
の
造
替
ご
と
に
正
宮
と
と
も
に
、
東
西
に
そ
の

　
　
神
座
を
移
し
て
祀
っ
て
い
る
。
こ
の
神
の
祭
祀
は
『
神
宮
雑
例
集
』
の
年
中
行
事
に
は
じ

　
　
め
て

み

え
る
。
阪
本
広
太
郎
氏
は
こ
の
興
玉
を
沖
玉
と
解
し
て
、
こ
の
地
方
の
国
玉
神

　
　
を
大
宮
地
の

地
主
神

と
し
て
鎮
祭
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
宮
比
神
も
興
玉
神

　
　
と
背
向
に
な
っ
て
、
同
じ
く
石
畳
の
形
式
に
て
祭
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
祭
祀
は
「
建

　
　
久
年
中
行
事
」
に
は
じ
め
て
み
え
、
「
宮
比
神
御
在
所
、
興
玉
後
、
御
前
乾
玉
垣
角
也
、
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古代の内神について
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吟
←
，
N
［

神殿・瑞垣・鳥居平面図

図16　鳥羽遺跡の神殿復原図
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図18　墨書土器「神殿」

　

矢
乃
波
波
木
神
御
在
所
、
御
前
巽

　
　
方
荒
垣
也
」
と
あ
り
、
乾
の
宮
比

　
　
神
に
対
し
て
、
巽
（
東
南
隅
）
に

　
　
矢
乃
波
波
木
神
が
祀
ら
れ
て
い
る

　
　
（
阪
本
広
太
郎
『
神
宮
祭
祀
概
説
』
、

　
　
一
九
山
ハ
五
年
）
。

（
2
6
）
　
こ
れ
ま
で
は
古
代
の
神
殿
跡
の

　
　
遺
構
に
つ
い
て
は
、
そ
の
構
造
的

　
　
特
徴
を
十
分
に
把
握
で
き
ず
、
未

　
　
検
出
と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
、

　
　
よ
う
や
く
報
告
例
が
増
え
つ
つ
あ

　
　
る
。
例
え
ば
、
群
馬
県
前
橋
市
鳥

　
　
羽
遺
跡
で
は
、
宮
本
長
二
郎
氏
が

「
鳥
羽
遺
跡
の
神
殿
建
築
に
つ
い
て
」
〔
翻
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
『
鳥
羽
遺

跡
』
一
九
八
六
年
、
所
収
〕
と
題
し
て
、
他
の
類
似
の
遺
構
（
奈
良
県
天
理
市
高
塚
遺

跡
他
）
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
、
神
殿
建
築
遺
構
の
特
徴
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

鳥
羽
遺
跡
の
神
殿
と
さ
れ
る
建
物
は
、
方
二
間
の
身
舎
の
四
方
に
縁
を
ま
わ
し
、
建
物

の
四
周
に
柵
を
め
ぐ
ら
せ
た
切
妻
造
り
妻
入
り
の
高
床
神
殿
建
築
で
、
正
面
を
東
面
さ

せ
、
神
殿
の
四
周
を
囲
う
玉
垣
は
丸
柱
に
貫
を
通
し
た
柵
と
し
て
、
東
面
開
口
部
の
丸

柱
を
鳥
居
と
す
る
門
構
え
を
も
つ
図
1
6
の
よ
う
な
形
式
に
復
元
で
き
る
と
い
う
。

　
さ
ら
に
古
代
の
集
落
遺
跡
内
で
検
出
さ
れ
た
神
殿
遺
構
の
例
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

清
水

田
遺
跡
は
群
馬
県
太
田
市
茂
木
に
所
在
し
、
北
か
ら
張
り
出
し
た
標
高
三
ニ
メ
ー

ト
ル
前
後
の
微
高
地
を
中
心
に
南
北
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
東
西
一
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
上

の

拡
が
り
を
も
つ
大
規
模
な
遺
跡
の
東
南
端
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
古
墳
時
代
前
期
と

平
安
時
代
の
集
落
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
に
九
八
軒
の
住
居
跡
が
発
掘
区
全

域
に
分
布
す
る
。
こ
の
時
期
の
集
落
の
中
心
は
、
台
地
中
央
に
展
開
さ
れ
、
掘
立
柱
建

物
数
棟
が
検
出
さ
れ
、
建
物
構
造
も
特
異
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
建
物
付
近
か
ら
出

土

し
て
い
る
墨
書
土
器
「
神
殿
」
の
存
在
は
、
建
物
を
神
殿
と
み
な
す
有
力
な
資
料
と

　
　
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
『
太
田
東
部
遺
跡
群
』
一
九
八

　
　
五
年
）
。

（
2
7
）
　
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
『
多
賀
城
跡
ー
政
庁
跡
本
文
編
』
一
九
八
二
年
。

（
2
8
）
　
調
査
報
告
書
〔
註
⑳
〕
に
ょ
れ
ば
、
「
各
小
々
期
と
も
基
本
的
に
は
南
北
に
並
ぶ
二

　
　
棟
の
建
物
が
組
み
合
い
ほ
ぼ
同
位
置
で
変
遷
し
て
い
る
が
、
各
小
々
期
ご
と
に
明
ら
か

　
　
に
そ
の
規
模
・
構
造
が
異
な
り
、
こ
れ
ら
が
共
通
し
た
単
一
の
機
能
を
も
っ
て
の
み
変

　
　
遷
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
庁
全
体
か
ら
み
れ
ば

　
　
第
W
－
3
期
に
西
北
部
の
こ
の
一
郭
に
新
た
な
機
能
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、

　
　
詳
細
に
み
れ
ば
各
小
々
期
ご
と
に
若
干
の
機
能
上
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き

　
　
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
多
賀
城
政
庁
地
区
の
変
遷
全
体
か
ら
み
る
な

　
　
ら
ば
、
第
W
期
に
至
り
は
じ
め
て
西
北
部
の
み
に
建
物
が
新
置
さ
れ
、
連
続
的
に
建
て

　
　
替

え
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
と
、
建
物
構
造
は
や
は
り
政
庁
内
の
他
の
建
物
と
異
な
り
、

　
　
小
規
模
で
特
異
な
平
面
プ
ラ
ン
か
ら
は
、
第
W
－
3
期
を
通
じ
て
の
一
定
し
た
特
殊
な

　
　
建
物
の
性
格
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。

（
2
9
）
　
加
藤
優
「
奈
良
・
藤
原
宮
跡
」
（
『
木
簡
研
究
』
第
五
号
、
一
九
八
三
年
）
。

（
3
0
）
　
こ
の
木
簡
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
註
㈲
お
よ
び
加
藤
優
「
藤
原
宮
跡
」
（
木
簡
学
会

　
　
編
『
日
本
古
代
木
簡
選
』
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
。

（
3
1
）
　
巫
の
訓
は
「
神
奈
伎
」
（
令
集
解
に
引
く
跡
記
）
、
「
加
牟
奈
岐
」
（
『
和
名
類
聚
抄
』
）
。

（
3
2
）
　
林
陸
朗
「
官
社
制
度
と
神
階
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
第
五
四
巻
第
二
号
　
一
九
五
三
年
）

　
　
な
ど
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
歴
史
研
究
部
）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Uchigami　in　the　Ancient　Times

Starting　from　a　Wooden　Tablet　Excavated　from　the　Isawa　Castle　Site

HIRAKAwA　Minami

　　Awooden　tablet　excavated　from　the　Isawa　Castle　site　in　Mizusawa　City，　Iwate

Prefecture，　was　a　demand　for　foodstuffs　for　archers　guarding　the“Uchigami”（inner

god）．　From　the　fact　that　the　site　of　excavation　was　at　the　northwest　corner　of　the

local　government　o伍ce，　at　the　center　of　Isawa　Castle，　the　author　took　this　to　means

that　the　Uchigami　was　enshrined　there．　Then，　perusing　historical　documents　from

Ancient　Times，　we丘nd　a　mention，　for　example，　in　the“Konjaku　Monogatarish血”，　that

agod　was　enshrined　at　the． northwest　corner　of　the　T6－Sanj6den　（residence　of　the

Fujiwara　Clan），　and　that　the　god　was　called　“Uchigami”．　According　to　“Sandai

Jitsuroku”，　a　northwest　corner　god　was　enshrined　in　the　Saky6shiki（o伍ce　governing

the　left　half　of　the　capital）and　the　Oribe－no・Tsukasa（Overseer　of　the　Weavers’

“ be”，　or　groups），　On　the　other　hand，　in　the　provinces，“Uchigami”was　also　enshrined

within　Kokufu（the　provincial　capitals）．　The　ahove　documents　all　date　back　to　the　9th

century　or　later．　A　documellt　of　the　8th　century　shows　that　gods　were　enshrined　at

the　northwest　corner　of　G直ke（district　o伍ces）．　Such　enshrinement　of　gods　at　the

northwest　corner　was　probably　carried　out　from　Ancient　Times　in　Japan．　Though　it　is

not　clear　when　these　shrines　came　to　be　set　up　in　the　facilities　of　government　o伍ces，

it　may　be　supposed　that　a　small　shrine　was　established　for　the　sake　of　formality　at

the　northwest　corner　of　the　most　symbolic　building　of　the　central　or　local　government

o伍ces．　It　can　be　con丘rmed　from　folkloric　examples　in　variolls　regions　that　great　impor．

tance　was　attached　to　the　northwest　corner　as　a　direction　which　brings　good　iuck．　The

belief　in　the　enshrinement　of　a“Yashiki　Gami”（House　God）at　the　northwest　corner

of　houses　can　be　understood　to　have　come　from　the　Uchigami　enshrined　at　the　corner

of　government　o伍ces　since　Ancient　Times．　According　to　the　results　of　recent　archae・

ological　excavations，　the　ruins　of　Taga　Castle　at　the　provincial　center　of　Mutsu　county，

for　example，　showed　that　in　the　government　area　at　its　center，　buildings　were　symmet・

rically　and　regularly　arranged　from　the　initial　period　through　the　third　period，　and

there　existed　no　l〕uildings　in　the　northwest　section．　However，　in　the　latter　half　of　the

9th　century，　new　buildings　were　constructed　only　in　the　northwest　section，　These　had

acomplex　building　structure，　and　they　were　rebuilt　several　times．　It　deserves　note　that

the　period　of　these　northwest　buildings　conforms　to　the　trends　in　the　above　historical

documents．　One　of　the　important　problems　to　be　tackled　is　to　make　clear　when　the

northwest　corner　god　was　enshrined　in　various　of丘ces，　and　what　the　nature　of　the　god

was．　This　paper　aims　only　to　point　out，　from　the　discovery　of　a　single　wooden　tablet

and　through　the　examination　of　a　wide　range　of　documentation，　the　fact　that　a　god

was　enshrined　in　the　northwest　corner　of　central　or　Iocal　government　o伍ces；and

also　aims　to　serve　as　a　document　to　clarify　what　really　was　the　Ancient　structure　of

government　of五ce　and　basic　faith　of　the　Japanese　culture，
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図4　「内神」木簡

　　　　岩手県胆沢城跡
（水沢市教育委員会写真提供）


